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１ 実費徴収について 

 

 

こ 保 運 第 3566 号 

令和２年３月 17 日 

 
各認可保育所及び地域型保育事業 設置者 様 

 

 

 

 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

運営指導等担当課長 

 

 

 

保育所及び地域型保育事業における寝具に関する実費徴収の取り扱い等について（事務連絡） 

 

 

 

時下 ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃から、本市の教育・保育行政に御協力いただきありがとうございます。 

保育所及び地域型保育事業における実費徴収については、「保育所及び地域型保育事業における実費

徴収について（通知）」（平成 31 年３月 20日こ保運第 2843号）（以下「平成 31年３月 20日通知」とい

う。）において、通知していますが、この度、寝具に関する実費徴収の考え方等を整理しましたので、

次のとおりお知らせします。 

本事務連絡につきましては、市において明確な整理を行っていなかったため、今後の取り扱いについ

て共通の認識をもって事務を進めていけるよう、お知らせするものです。 

各施設におかれましては、今回の事務連絡に基づき、改めて実費徴収の内容について検討し、取り扱

っていただきますようお願いいたします。 
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１ 本市の実費徴収の考え方                                                                     

新制度の施行により、教育・保育施設の利用において「通常必要とされる経費」については、原則

公定価格・利用料・向上支援費に含まれています。実費徴収は、「保護者に負担させることが適当と

認められるもの」に限り可能です。実費徴収の必要性や保護者が代替品を準備する、保護者と業者が

直接契約するなど、施設が他の手段を検討し、それでもなお、実費徴収をする場合は、次の（１）～

（５）に限り、認められるものとします。 

 

  寝具については、保護者に購入してもらい個人に所有させて使用する場合は（１）、寝具を業者等

からリースし、使用する場合は（５）として認められるものとします。 

 

※二重下線は市条例に記載のない解釈部分。 
（１）日用品、文房具など物品のうち、個人に所有させて使用するもの（共用物品は対象外） 

【例】スモック、制服、文房具、教材、歯ブラシ、コップ、寝具 
（２）行事へ参加する費用のうち、１人あたりの金額を明示し、個人に請求できるもの 

     【例】遠足代（動物園等の入園料）、行事参加代（夏祭り食券、銭湯代など）、交通費 
（３）２号認定児童の主食材料費（穀物、パン、麺類）及び副食材料費（おやつや牛乳、お茶代含

む） 
※調理に係る人件費や光熱水費、減価償却費（調理器具や食器等）は、公定価格の基本分単

価等に含まれますので、徴収できません。 
※３号認定児童の給食費は公定価格に含まれるため、徴収できません。 

（４）教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 
    【例】通園バス代、駐車場料金、ＩＣカード（追加分）     

（５）その他施設の利用において通常必要な便宜に要する費用 
    【例】保険代、シーツクリーニング代、寝具リース代 
 
２ 留意事項  
  新たに寝具に関する費用として、実費徴収をする場合は、平成 31年３月 20日通知に基づき、保護

者同意を得てください。保護者から同意を得られない場合、金額の見直しや、在園児が卒園後から徴

収開始とするなど、段階的な導入を行ってください。 

 

３ 年度途中に実費徴収する場合の保護者同意について 

  平成 31年３月 20日通知において、年度途中に実費徴収する場合は、保護者への事前説明及び文書

同意を得るようにお願いしていましたが、保護者や施設の負担を考慮し、保護者へ文書（配付物や掲

示）で事前説明し、同意を得られる場合は、文書同意は不要とします。次年度以降も同内容の実費徴

収を継続する場合は、次年度の重要事項説明書に追記をしてください。 

 

 

担当 こども青少年局保育・教育運営課  

荒木、金子 

電話  045-671-3564 

資料Ⅱ -2-



1 
 

 

こ 保 運 第 2843 号 

平成 31 年３月 20 日 

 
 
各保育・教育施設・事業 設置者 様 

 

 

 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

運営指導等担当課長 

 

 

 

保育所及び地域型保育事業における実費徴収について（通知） 

 

 

 

時下 ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃から、本市の教育・保育行政に御協力いただきありがとうございます。 

「保育所及び地域型保育事業における、実費徴収について（通知）」（平成 30年５月 10日こ保運第 372

号）（以下「平成 30年５月 10日通知」とする。）において、保育所及び地域保育事業における実費徴収

の考え方等について、通知をさせていただきました。 

この度、平成 30 年５月 10 日通知において、検討中としていた事項も含め、実費徴収の考え方を整理

しましたので、改めて通知します。 

各施設におかれましては、今回の通知に基づき、改めて実費徴収の内容について検討し、整理してい

ただきますようお願いいたします。 

また、１号認定児童を受け入れる施設（幼稚園・認定こども園）については、入園料等の特定負担額

の整理も含めて、別途通知します。 
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１ 本市の実費徴収の考え方                                                                     

新制度の施行により、教育・保育施設の利用において「通常必要とされる経費」については、原則

公定価格・利用料・向上支援費に含まれています。実費徴収は、「保護者に負担させることが適当と

認められるもの」に限り可能です。実費徴収の必要性や保護者が代替品を準備する、保護者と業者が

直接契約するなど、施設が他の手段を検討し、それでもなお、実費徴収をする場合は、次のア～オに

限り、認められるものとします。 

 

※二重下線は市条例に記載のない解釈部分。 
ア 日用品、文房具など物品のうち、個人に所有させて使用するもの（共用物品は対象外） 

【例】スモック、制服、文房具、教材、歯ブラシ、コップ 
イ 行事へ参加する費用のうち、１人あたりの金額を明示し、個人に請求できるもの 

     【例】遠足代（動物園等の入園料）、行事参加代（夏祭り食券、銭湯代など）、交通費 
ウ ２号認定児童の主食材料費（穀物、パン、麺類） 

※具材、人件費、光熱水費は含めることができません。 
※３号認定児童の給食費は公定価格に含まれるため、徴収できません。 
※２号認定児童の副食材料費は、10月以降実費徴収の対象となる予定です。 

詳細は別途通知します。 

エ 教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 
    【例】通園バス代、駐車場料金、ＩＣカード（追加分）     
  オ その他施設の利用において通常必要な便宜に要する費用 
    【例】保険代、シーツクリーニング代 
 
２ 必要最小限の担保、透明性の確保                                              

徴収項目や金額算定の適正化を図るため、次のような手続きを導入します。 

 （１）実費徴収項目や金額の検討 

実費徴収は、必要最小限の金額 とすることが必要です。項目や金額の設定にあたり、各施設等

は物品等の相場を調べたうえで、徴収額を決めます。 

 

（２）実費徴収項目や金額の説明、周知 

実費徴収する項目や金額は、各施設で施設のホームページでの周知や施設見学の際に事前に保

護者へ説明します。前年度から徴収項目や金額が変更になる時は、在園児の保護者へも必ず説明

してください。 

※ 遠足代など、具体的な金額が決まっていない場合は「○○円程度」「○○円～○○円」と説明

しても差し支えありません。金額が決まり次第、再度保護者へ説明してください。 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅱ -4-



3 
 

 （３）実費徴収についての保護者同意 

ア 徴収金の使途や金額並びに保護者に支払いを求める理由を明示した文書を保護者に配布 

し、文書同意を得ます。保護者への説明・同意については、重要事項説明書で行ってくださ

い。 

年度途中に徴収する必要が発生した場合は、別途保護者への事前説明、文書同意を得てく 

ださい。 

※ 新規利用児童の保護者は必ず、同意を得てください。在園児童の保護者は前年度から徴

収項目や金額に変更がない場合は、同意は不要ですが、徴収項目や金額が変更になる時

は必ず、同意を得てください。 

イ 在園児の保護者から同意を得られない場合、金額の見直しや、在園児が卒園後から徴収

開始とするなど、段階的な導入を行ってください。 

 

【新たに整理】 

保護者への説明・同意については、重要事項説明書で行ってください。重要事項説明書の添付

資料として、保護者へ説明していただきたい内容（「実費徴収項目」・「徴収金額」・「金額の内訳」）

が記載可能なひな型（別紙）を作成しましたのでご活用ください。 

既に、ひな型に記載している項目が全て現行の重要事項説明書に記載されている場合は、新た

にひな型に基づく資料を別途作成していただく必要はありません。                                         

 

（４）実費徴収についての区への届出 

毎年区役所に提出していただいている 重要事項説明書において、園で実費徴収する全ての内容

を記載していただきます。提出期限は毎年度４月となります。  

なお、重要事項説明書に記載がなく、年度途中で実費徴収した項目は、次年度の重要事項説明

書に必ず記載してください。また、単年度限りの実費徴収を行った場合は、次年度の重要事項説

明書を提出する際に、保護者への説明資料を添付してください。 

 

（５）施設から保護者への会計報告 

ア 保護者から求められた場合等必要に応じて、会計報告等において徴収した費用の収支を保護 

者へ説明してください。 

なお、参考に会計報告書の様式（別紙）を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。  

イ 区への会計報告書等の写しの提出は必要ありませんが、保護者から「実費徴収の収支につい 

て疑義がある。」など相談があった場合は、状況を確認させていただく場合があります。 

 

３ 実費徴収額と購入金額の差額の取扱いについて 

（１） 保護者から徴収した金額と購入金額で差があり、徴収した金額に余りが生じた場合は、原則、 

保護者へ返金とします。 

（２） 事前に保護者へ説明・同意を得たうえで、入札残等により差額が生じた場合の差額を寄付金 

として取り扱うことも差し支えありません。なお、事前の同意は、①年度当初の実費徴収説明 

時、②会計報告時のいずれかが考えられます。 

 

資料Ⅱ -5-



4 
 

４ その他                                               

保育所における、スイミングスクール代等の習い事費用について 

保育所における習い事の費用は、直接契約として取扱ってください。 

直接契約とは、保護者と習い事を実施する業者が直接契約し、習い事費用についても、保護者が

習い事を実施する業者へ直接支払います。 

ただし、習い事の費用について、保護者から習い事を実施する業者への直接支払いが難しい場合

は、施設が一時的に保護者から習い事費用を預かることとし、施設から習い事実施業者へ支払いを

することも差し支えありません。この場合の領収書の発行者名は習い事実施業者とし、領収書は保

護者へ渡してください。なお、園外での習い事で、月１回程度であれば、行事費として徴収するこ

とも差し支えありません。 

※直接契約にすることにより、正当な理由なく、習い事費用が値上がりすることのないよう、施

設と業者で協議してください。 

※直接契約や行事費とした場合、以下について必ず実施してください。 

 

（１） 習い事の実施を業者任せにするのではなく、保育のカリキュラムとしてどう考えるかなど施 

設として検討する。（保育課程等に盛り込むことも検討してください。）習い事を週に複数回行 

い、保育時間の大半を占めることは好ましくないと考えます。 

（２） 習い事中の安全管理（事故が発生した場合の責任の所在など）について、施設と業者で協議 

し、保護者へ周知する。 

（３） 習い事への参加は保護者の選択制とし、習い事を行わない児童に対し、習い事を実施してい 

る時間中も適切な保育・教育を行う。 

 

５ 運用開始時期について 

  実費徴収の考え方等について、平成 32 年度（2020 年度）から運用開始としますので各施設におい

ては、再度、実費徴収の内容について検討し、整理していただきますようお願いいたします。重要事

項説明書への全ての項目の記載は 平成 32年度（2020 年度）からとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 こども青少年局保育・教育運営課  

長田、金子 

電話  045-671-3564    
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歳児

金額（円）
（1人あたり年額）

金額の内訳

合計金額 0

徴収単位 金額（円）

□年額
□その他（　　　　）

□年額
□その他（　　　　）

□年額
□その他（　　　　）

□年額
□その他（　　　　）

□年額
□その他（　　　　）

行事費

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

注２　「その他」は具体的に記載してください。

【希望者のみ徴収する項目】

注１　行が足りない場合は追加してください。

項目

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

その他
（      　　　　　　　　　　　　 ）

重要事項説明書（別紙）

対象児童

【対象児童全員から同額を徴収する項目】

項目

教材費

実費徴収について
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３～５歳児

金額（円）
（1人あたり年額）

金額の内訳

クレヨン

連絡ノート

帽子

2,000 遠足代

350 保険代

合計金額 3,850

徴収単位 金額（円）

□年額
■その他（１枚）

600

□年額
■その他（１枚）

70

□年額
□その他（）

□年額
□その他（）

□年額
□その他（）

その他
（       ）

その他
（       ）

その他
（       ）

注１　行が足りない場合は追加してください。

注２　「その他」は具体的に記載してください。

その他
（写真小）

項目

教材費 1,500

行事費

その他
（保険代）

その他
（　　　　　　　）

その他
（　　　　　　　）

【希望者のみ徴収する項目】

項目

その他
（写真大）

【対象児童全員から同額を徴収する項目】

重要事項説明書（別紙）

実費徴収について

対象児童

記入例
年齢で徴収項目が異なる場合は、複数枚作成
してください。例：全年齢で異なる場合は、０，
１，２，３，４，５歳児分作成が必要です。
０～２歳児、３～５歳児で異なる場合は、０～２
歳児、３～５歳児と分けて作成が必要です。

１人あたり、年間で徴収する
費用を記載してください。
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参考様式 年　　　月　　　日

施設・事業所名

代表者職 ・氏名

　　

０～５歳児合計

項目 金額 備考

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

合計 ¥0

項目 金額 備考

教材費

行事費

その他（）

その他（）

その他（）

その他（）

合計 ¥0

差引収支 ¥0

実費徴収  会計報告書

収入

支出

注１　行が足りない場合は追加してください。

注２　「その他」は具体的に記載してください。
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参考様式 〇〇年〇〇月〇〇日

施設・事業所名

○○

代表者職 ・氏名

園長　○○　○○　　

０～５歳児合計

項目 金額 備考

０歳児 ¥38,070 教材費、保険代等

１歳児 ¥84,600 教材費、保険代等

２歳児 ¥88,830 教材費、保険代等

３歳児 ¥101,520 教材費、保険代等

４歳児 ¥155,750 教材費、保険代、行事費等

５歳児 ¥837,980 教材費、保険代、行事費等

合計 ¥1,306,750

項目 金額 備考

教材費 ¥267,500 名前ゴム印、連絡ノート、帽子等

行事費 ¥778,000 プール、キャンプ等

その他（保険代） ¥43,750

その他（セキュリティカード） ¥133,750

その他（写真大） ¥75,000

その他（写真小） ¥8,750

合計 ¥1,306,750

差引収支 ¥0

実費徴収  会計報告書

収入

支出

注１　行が足りない場合は追加してください。

注２　「その他」は具体的に記載してください。

記入例
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２ 実費徴収・特定負担額について 

 

こ 保 運 第 3565 号 

令和２年３月 17 日 

 
 
各子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園・認定こども園 設置者 様 

 

 

 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

運営指導等担当課長 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園・認定こども園における 

実費徴収・特定負担額について（通知） 

 

 

 

時下 ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃から、本市の教育・保育行政に御協力いただきありがとうございます。 

子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園・認定こども園における実費徴収・特定負担額の考え方を

整理しましたので、通知します。 

今回の通知に基づく取り扱いについては、令和３年度から運用を開始します。 

各施設におかれましては、令和３年度新入園児等へ配付する「重要事項説明書」に実費徴収や特定負担

額に関する事項を記載していただく必要があるため、お手数をおかけしますが、令和３年度の「重要事項

説明書」の作成に向け、整理を進めていただきますようお願いします。 

 なお、実費徴収・特定負担額の考え方や重要事項説明書への記載方法などの個別のご相談は担当までお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・認定こども園対象 
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１ 本市の実費徴収の考え方 

（１）実費徴収の項目                                                                     

教育・保育施設の利用に「通常必要とされる経費」は、原則公定価格・利用料・向上支援費に含ま

れています。 

実費徴収は、「保護者に負担させることが適当と認められるもの」に限り可能です。 

保護者が代替品を準備する、保護者と業者が直接契約する等、他の手段も検討していただいた上で、

実費徴収を行う場合は、別紙１の実費徴収の①～⑤に限り認められるものとします。 

 

（２）各施設における実費徴収の取り扱い                               
実費徴収の透明性を確保するため、次の点に沿った取り扱いをお願いします。 

  ア 実費徴収項目や金額の設定 

実費徴収は、必要最小限の項目と金額とすることが必要です。金額の設定にあたっては、相場や

前年度の購入実績等を調べたうえで、徴収額を設定してください。 

  イ 実費徴収についての保護者への説明及び同意 

    原則として新入園児等に配付する重要事項説明書を用いて、次の手順で実費徴収についての保護

者への説明及び同意を得てください。 

   (ｱ) 重要事項説明書に、全ての実費徴収の項目及び金額を記載してください。 

※遠足代等、具体的な金額が決まっていない場合は「○○円程度」「○○円～○○円」と説明し

ても差し支えありません。金額が確定した際に、再度保護者へ説明してください。 

(ｲ) 保護者へ重要事項説明書を配付してください。（保護者への重要事項説明書の配付をもって、

重要事項説明書の実費徴収についての保護者への説明を行ったものとします。） 

また、重要事項説明書に対する保護者からの同意を得てください。（重要事項説明書に対する包

括的な同意を得る中に、実費徴収に関する保護者からの同意も含まれるものとします。） 

(ｳ) 重要事項説明書には記載がないもので、年度途中に新たに実費徴収をする場合は、別途保護者

へ文書（配付物や掲示）で説明し、同意を得られる場合は、文書同意は不要とします。次年度以

降も同内容の実費徴収を継続する場合は、次年度の重要事項説明書に追記をしてください。 

※同意を得られない場合、金額の見直しや、在園児が卒園後から徴収を開始する等、段階的な導

入を行ってください。 

    ウ  説明及び同意を得る保護者について 

新規入園児については、重要事項説明書により、説明を行い、同意を得てください。在園児童に

ついては、前年度から徴収項目や金額に変更がない場合は、毎年度改めて同意を得る必要はありま

せんが、徴収項目や金額が変更になる時は、必ず同意を得てください。 

 

保護者への説明・同意について、重要事項説明書において、保護者へ説明していただきたい内容（「項

目」・「徴収金額」・「金額の内訳」等）のひな型（別紙２）を作成しましたので適宜ご活用ください。 

なお、ひな型の項目が既に重要事項説明書に記載されている場合は、新たな資料を作成する必要はあ

りません。  

 

エ 実費徴収についての区への届出 

市として、市内施設の実費徴収の状況を把握させていただくため、お手数をおかけしますが、重

要事項説明書を区役所に、毎年４月に提出をお願いします。  

また、前年度中に単年度限りの実費徴収を行った場合は、重要事項説明書を区役所へ提出いただ

く際に、保護者への説明に用いた資料を併せて添付してください。 
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区に提出いただいた重要事項説明書等については、問い合わせへ対応する際の参考とするととも

に、市として状況をとりまとめ、実費徴収の取り扱いの改善の検討等に活用させていただきますの

で、御協力をお願いします。 

オ 施設から保護者への会計報告 

市として保護者への会計報告を求めるものではありません。保護者から求められた場合等は必要

に応じて、徴収した費用の収支を保護者へ説明してください。 

参考に会計報告書の参考様式を作成しましたので、適宜ご活用ください。参考様式ですので、各

施設の決算書類等で説明できる場合は、決算書類等で説明していただいて構いません。 

なお、市に対し、保護者等から相談があった場合は、状況を確認させていただく場合があります。 

 

（３） 実費徴収額と購入金額の差額の取り扱い 

保護者から徴収した金額と実際の購入金額に差があり、徴収した金額に余りが生じた場合は、原

則、返金としますが、保護者へ説明・同意を得たうえで、差額を寄付金として取り扱うことも差し

支えありません。 

なお、説明・同意は、重要事項説明書の中で事前に説明する場合や、会計報告時に説明し、同意

を得る場合等が考えられます。 

また、徴収した金額に対し実際の購入金額に不足が生じた場合は、保護者に対し不足金額やその

内訳について説明を行い、追加で不足額の負担を求めることも可能です。 

（差額の取り扱いについては生じたその都度、または年度末にまとめて計算のどちらでも可能です。） 

 

２ 本市の特定負担額の考え方                                               

特定負担額は、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について保護者に

負担を求めるものです。例えば、別紙１の特定負担額の①～⑥が考えられます。 

特定負担額の取り扱いについても、本通知の１（２）（３）にお示しした「各施設における実費徴収

の取り扱い」に準じた取り扱いをお願いします。 

※実費徴収と特定負担額の取り扱いの相違（別紙２及び別紙３参照） 

  ・特定負担額の項目及び金額についても、できるだけ項目ごとに記載する必要がありますが、質の向

上を図る上で柔軟に対応できるよう、まとめて徴収することも可能とします。 

・実費徴収は補足給付の対象となるため、事務処理の際は実費徴収と特定負担額を区別していただく

必要がありますが、保護者への説明にあたっては、保護者のわかりやすさ等を考慮し、重要事項説

明書にはまとめて記載していただくことも可能です。 

 

３ 運用開始時期について 

 今回の通知に基づく取り扱いについては、令和３年度から運用開始とします。 

 

各施設においては、令和２年秋ごろに令和３年度新入園児等へ配付する「重要事項説明書」に実費徴収や

特定負担に関する事項を記載いただく必要があります。 

お手数をおかけしますが、令和３年度の重要事項説明書の作成に向けて、整理を進めていただきますよう

お願いいたします。 

 

担当 こども青少年局保育・教育運営課  

荒木、金子 

電話  045-671-3564    
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実費徴収・特定負担額の本市の考え方 

※二重下線は市条例に記載のない解釈部分 

 
 実費徴収 ※補足給付対象 

① 日用品、文房具など物品のうち、個人に所有させて使用するもの（共用物品は対象外） 

【例】スモック、制服、文房具、教材、歯ブラシ、コップ 

② 行事へ参加する費用のうち、１人あたりの金額を明示し、個人に請求できるもの 

 【例】遠足代（動物園等の入園料）、行事参加代（夏祭り食券、銭湯代など）、交通費 

③ １号認定児童の給食費（主食材料費（穀物、パン、麺類）及び副食材料費（おやつや牛乳、お茶

代含む）） 

※外部搬入の場合は、食材料費（実費徴収）と外部搬入に係る人件費等（特定負担額）を分けて徴

収することを原則としますが、業者等に確認したうえでも分けることができない場合は、まと

めて実費徴収として徴収することも可能とします。 

④ 教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

 【例】通園バス代（車輛維持費（検査、保険、修理等）、燃料費、車輛購入費（ほぼ全児童が利用す

る場合は特定負担額として徴収））、駐車場料金、ＩＣカード（追加分）  

⑤ その他施設の利用において通常必要な便宜に要する費用 

【例】保険代 

 特定負担額 ※補足給付対象外 
① 建て替え費用、修繕のための費用、積立 

② 冷暖房費（公定価格の冷暖房費加算（児童１人あたり月額 110円）で不足する部分） 

③ 教材費（教育保育の質向上に関わる教材、共用の教材で質向上の対価として徴収するもの、在庫

品） 

④ 教員等人件費（質向上の対価として徴収し、公定価格＋向上支援費で不足する人件費） 

⑤ 公定価格＋向上支援費で不足する１号認定児童の給食に係る人件費・光熱水費 

⑥ 行事費（引率者の旅費など、実費徴収の②では徴収できないもの） 

公定価格（基本負担額）に含まれているもの（主なものを抜粋） 

① 健康診断費用 

 

別紙１ 

（幼稚園） 
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実費徴収・特定負担額の本市の考え方 

※二重下線は市条例に記載のない解釈部分 

 
 実費徴収 ※補足給付対象 

① 日用品、文房具など物品のうち、個人に所有させて使用するもの（共用物品は対象外） 

【例】スモック、制服、文房具、教材、歯ブラシ、コップ、寝具 

② 行事へ参加する費用のうち、１人あたりの金額を明示し、個人に請求できるもの 

 【例】遠足代（動物園等の入園料）、行事参加代（夏祭り食券、銭湯代など）、交通費 

③ １号認定児童及び２号認定児童の給食費（主食材料費（穀物、パン、麺類）及び副食材料費（お

やつや牛乳、お茶代含む）） 

※３号認定児童の給食費は公定価格に含まれるため、徴収できません。 

※外部搬入の場合は、食材料費（実費徴収）と外部搬入に係る人件費等（特定負担額）を分けて徴

収することを原則としますが、業者等に確認したうえでも分けることができない場合は、まと

めて実費徴収として徴収することも可能とします。 

④ 教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

 【例】通園バス代（車輛維持費（検査、保険、修理等）、燃料費、車輛購入費（ほぼ全児童が利用す

る場合は特定負担額として徴収））、駐車場料金、ＩＣカード（追加分）  

⑤ その他施設の利用において通常必要な便宜に要する費用 

【例】保険代、シーツクリーニング代、寝具リース代 

 特定負担額 ※補足給付対象外 
① 建て替え費用、修繕のための費用、積立 

② 冷暖房費（公定価格の冷暖房費加算（児童１人あたり月額 110円）で不足する部分） 

③ 教材費（教育保育の質向上に関わる教材、共用の教材で質向上の対価として徴収するもの、在庫

品） 

④ 教員等人件費（質向上の対価として徴収し、公定価格＋向上支援費で不足する人件費） 

⑤ 公定価格＋向上支援費で不足する１号認定児童の給食に係る人件費・光熱水費 

※２号認定児童の給食に係る人件費や光熱水費、減価償却費（調理器具や食器等）は、公定価格  

の基本分単価等に含まれますので、徴収はできません。 

⑥ 行事費（引率者の旅費など、実費徴収の②では徴収できないもの） 

公定価格（基本負担額）に含まれているもの（主なものを抜粋） 

① 健康診断費用 

② ３号認定児童の主食材料費・副食材料費 

 

別紙１ 

（認定こども園） 
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歳児

金額（円）
（1人あたり年額）

金額の内訳

合計金額 0

徴収単位 金額（円）

□年額
□その他（　　　　　　）

□年額
□その他（　　　　　　）

金額（円）
（1人あたり年額）

備考

合計金額 0

金額（円）
（1人あたり年額）

備考

合計金額 0

主食費

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】

項目

教材費

行事費

重要事項説明書（別紙）

実費徴収・特定負担額について

対象児童

【教育・保育の質の向上を図るための特定負担額】

項目

副食費

その他
（　　　　　）

【希望者のみ実費徴収する項目】

項目

その他
（　　　　　）

その他
（　　　　　）

【実費徴収・特定負担額】※実費徴収と特定負担額が分けられない場合

項目

注１　行が足りない場合は追加してください。

注２　「その他」は具体的に記載してください。

別紙２
年齢で徴収項目が異なる場合は、複数枚作成し
てください。例：全年齢で異なる場合は、０，１，
２，３，４，５歳児分作成が必要です。
０～２歳児、３～５歳児で異なる場合は、０～２歳
児、３～５歳児と分けて作成が必要です。

１人あたり、年間で徴収する
費用を記載してください。

１人あたり、年間で徴収する
費用を記載してください。

１人あたり、年間で徴収
する費用を記載してくだ
さい。

複数の項目をまとめてひとつの項目と
して説明することも可能です。

複数の項目をまとめて
ひとつの項目として説
明することも可能です。
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３～５歳児

金額（円）
（1人あたり年額）

金額の内訳

クレヨン

連絡ノート

帽子

2,000 遠足代

18,000

54,000

350

合計金額 75,850

徴収単位 金額（円）

□年額
■その他（１枚）

600

□年額
■その他（１枚）

70

金額（円）
（1人あたり年額）

備考

24,000 ３歳児クラスのみ

60,000 対象児童全員

合計金額 120,000

金額（円）
（1人あたり年額）

備考

クレヨン(共用品分含む)

交通費

入園料

引率職員旅費

11,000
クレヨン、交通費、入園
料、引率職員旅費

合計金額 22,000

【対象児童全員から同額を実費徴収する項目】

重要事項説明書（別紙）

実費徴収・特定負担額について

対象児童

その他
（写真小）

項目

教材費 1,500

行事費

その他
（保険代）

【希望者のみ実費徴収する項目】

項目

その他
（写真大）

主食費

副食費

注２　「その他」は具体的に記載してください。

【教育・保育の質の向上を図るための特定負担額】

項目

施設整備費 36,000

教員等人件費

対象児童全員

項目

教材費 6,000

【実費徴収・特定負担額】※実費徴収と特定負担額が分けられない場合

行事費 5,000

注１　行が足りない場合は追加してください。

○○○費（施設整備費及び教員等人件費）

○○○費（教材費及び行事費）

記入例

別紙２
年齢で徴収項目が異なる場合は、複数枚作成し
てください。例：全年齢で異なる場合は、０，１，
２，３，４，５歳児分作成が必要です。
０～２歳児、３～５歳児で異なる場合は、０～２歳
児、３～５歳児と分けて作成が必要です。

１人あたり、年間で徴収する
費用を記載してください。

１人あたり、年間で徴収する
費用を記載してください。

１人あたり、年間で徴収
する費用を記載してくだ
さい。

複数の項目をまとめてひとつの項目と
して説明することも可能です。

複数の項目をまとめて
ひとつの項目として説
明することも可能です。
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実費徴収と特定負担額の仕分けの具体例

１ 教材費
例：クレヨンを個別に使用するものとして、園児人数分50セット購入。

みんなで使う物（共用品）として20セット購入。

みんなで使うクレヨン

20セット

⇒特定負担額

クレヨン50セット

⇒実費徴収

保護者へ説明する際は、以下のどちらの方法で説明しても構いません。

●実費徴収と特定負担額を分けて説明

●保護者の分かりやすさや園の事務負担を考慮し、「教材費（クレヨン※共用

品分含む）○○円」とまとめて説明

ただし、実費徴収は補足給付の対象となるため、補足給付の事務処理の際は
実費徴収と特定負担額を区別してください。

別紙 ３

２ 行事費
例：動物園へ遠足に行くため、園児と引率職員の交通費と動物園の

入園料を払う。

園児の交通費、入園料

⇒実費徴収

引率職員の交通費、入園料

⇒特定負担額

保護者へ説明する際は、以下のどちらの方法で説明しても構いません。

●実費徴収と特定負担額を分けて説明

●保護者の分かりやすさや園の事務負担を考慮し、「遠足代（交通費、入園料、

引率職員旅費）○○円」とまとめて説明

ただし、実費徴収は補足給付の対象となるため、補足給付の事務処理の際は実
費徴収と特定負担額を区別してください。
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３ 給食費
例：給食の主食材料費及び副食材料費と食育に関する費用を徴収

する場合。

主食材料費及び副食材料費

⇒実費徴収

食育に関する費用

⇒特定負担額

保護者へ説明する際は、以下のどちらの方法で説明しても構いません。

●実費徴収と特定負担額を分けて説明

●保護者の分かりやすさや園の事務負担を考慮し、「給食費（主食材料費、

副食材料費、食育に関する費用）○○円」とまとめて説明
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　　年　　月　　日

施設・事業所名

代表者職 ・氏名

歳児合計

項目 金額 備考

３歳児

４歳児

５歳児

合計 ¥0

項目 金額 備考

合計 ¥0

差引収支 ¥0

実費徴収・特定負担額  会計報告書

収入

支出

注１　行が足りない場合は追加してください。

注２　「その他」は具体的に記載してください。

参考様式

会計報告書は実費徴収と特定負

担額を分けて作成しても構いませ

ん。
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〇〇年〇〇月〇〇日

施設・事業所名

○○

代表者職 ・氏名

園長　○○　○○　　

３～５歳児合計

項目 金額 備考

３歳児 ¥2,723,700
教材費、行事費、保険代、主食費、副食
費、施設整備費、教員等人件費等

４歳児 ¥2,243,700
教材費、行事費、保険代、主食費、副食
費、施設整備費等

５歳児 ¥2,243,700
教材費、行事費、保険代、主食費、副食
費、施設整備費等

合計 ¥7,211,100

項目 金額 備考

教材費 ¥90,000 クレヨン、連絡ノート、帽子

行事費 ¥120,000 遠足代

給食費（主食費、副食費） ¥4,320,000

その他（保険代） ¥21,000

その他（写真大） ¥18,000

その他（写真小） ¥2,100

施設整備費 ¥2,160,000

教員等人件費 ¥480,000 ３歳児クラスのみ

合計 ¥7,211,100

差引収支 ¥0

実費徴収・特定負担額  会計報告書

収入

支出

注１　行が足りない場合は追加してください。

注２　「その他」は具体的に記載してください。

記入例 参考様式

会計報告書は実費徴収と特定負

担額を分けて作成しても構いませ

ん。
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３ 一時保育事業について 

★令和元年度現在の予定であり、令和２年度実施にあたり、詳細については変更となる可能性が

あります。 

 

１ 一時保育事業とは 

 ・保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業（給付対象）

及び横浜保育室を利用していない（入所していない）児童を、民間認可保育所、認定こども園

（幼保連携型）及び小規模保育事業で一時的に保育する事業です。 

 ・横浜市民でなくても利用可能です。（一部の助成が対象外となります）。 

 ・申し込みや利用料の納付は、直接、実施施設に対して行います。 

   

２ 一時保育の実施内容について 

  一時保育には「一般型」と「余裕活用型」があります。 

「一般型」 →民間認可保育所、認定こども園（幼保連携型）、小規模保育事業(※)で実施 

「余裕活用型」→小規模保育事業で実施 

※令和２年度から小規模保育事業での一般型実施も可能とします。ただし併用はできません。 

 

（１） 一般型  

ア 種類 

種  類 内  容 利用限度 

非定型的保育 
保護者等の就労、職業訓練や就学、介護等により、家庭

での保育が断続的に困難となる児童をお預かりします。 

週３日 

または 

月 120時間以内 

緊急保育 

保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由

により、緊急一時的に保育が必要となる児童をお預かり

します。 

１回に連続して 

14日以内 

リフレッシュ保育 
育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、

一時的に児童をお預かりします。 

１回の申し込みに 

つき１日以内 

イ 「定期利用型一時保育」（一時保育の年間利用）について【後述】 

パートタイム就労などの場合に利用する非定型的保育については、各実施施設の判断で、

最大で年度末までの利用申請を受け付けることが可能です。 

ただし、一時保育の受入枠すべてを年度末までの申込者とすることはできません。一時

保育の趣旨を踏まえ御対応くださいますようお願いします。 

（２） 余裕活用型  

ア 種類 

・一時保育の３類型のうち、「緊急保育」及び「リフレッシュ保育」のみ実施します。 

・就労支援である非定型的保育は実施しません。パートなど短時間勤務の就労要件の場合

でも、リフレッシュ保育として取り扱います。 

イ 実施方法 

・各事業所の利用定員から当該月初日の利用人数を差し引いた人数が、一時保育で受け入

れることのできる人数とする「余裕活用型」として実施します。ただし、各事業所の利

用定員を超えて受け入れることはできません。 
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ウ 対象年齢 

     ３歳未満児 

３ 関係要綱 

（１）横浜市一時保育事業実施要綱 

一時保育事業を実施するため手続や実施内容等を定めた要綱です。事業を実施する実施施

設は、この要綱に基づき事業を実施します。 

（２）横浜市一時保育事業助成要綱 

一時保育の実施にかかる助成金の交付に関する要綱です。助成を受けようとする実施施設

は、この要綱に基づき助成を受けます。 

 

４ 実施施設について（横浜市一時保育事業実施要綱） 

（１）実施施設の要件 

ア 一般型 

   ・横浜市内の民間の認可保育所及び認定こども園及び小規模保育事業であること（ただし公

設民営保育所を含む）。 

・専用保育室（原則 30㎡以上）を確保していること（各保育室で実施するなど、区長が認め

た場合は例外あり）。 

・定員を超えて私的契約児※が入所していないこと 

   ※横浜市の入所申し込みを経ないで、保育所と利用者の直接契約により入所している児童。 

    保育所の入所児童数が、定員を下回っている時に限り、定員に達するまでの人数で入所可。 

  ・令和２年度より小規模保育事業も一般型の実施を可能とします。 

イ 余裕活用型 

  ・社会福祉法人等が設置する、横浜市に所在する小規模保育事業であること。 

・事業を利用する児童と法第 24条の規定により小規模保育事業を利用している児童の合計は、

利用定員を超えないこと。 

※一般型との併用不可です。 

（２）事業の実施内容 

・実施時間…原則として開所時間内のうち 11時間以上（延長可） 

・実施日……原則として月～土曜日 

・実施内容…原則として、 

一般型は、非定型的保育、緊急保育、リフレッシュ保育の全てを実施 

余裕活用型は、緊急保育、リフレッシュ保育の両方を実施 

・保育士……事業を担当する常勤保育士１名、（ただし、余裕活用型は必須では

ありません）及び利用児童の年齢、人数に応じて横浜市の配置基準を満たす保

育従事者が必要 

  

＜横浜市職員配置基準＞ 

A型 B型 C型
０歳児 3:1 3:1

１歳児 4:1 （補助者配置の場合5：2）

２歳児 5:1

３歳児 15:1

４･５歳児 24:1

3：1＋保育従事者１名

6：1＋保育従事者１名

6：1＋保育従事者１名

認可保育所
小規模保育事業
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（３） 利用料等 

  ア 一般型・余裕活用型 

・利用料等…ガイドライン（上限額）に沿って、各実施施設が設定。料金は、各実施施設が

直接利用者から徴収。 

◎利用料等のガイドライン（上限）として、次のとおり定める。 

日     額 
３歳未満児   2,400 円（ １日 ・１人あたり） 

３歳以上児   1,300 円（ １日 ・１人あたり） 

時 間 単 位 
３歳未満児     300 円（１時間・１人あたり） 

３歳以上児     160 円（１時間・１人あたり） 

給食・おやつ代 全 児 童 合計  500 円（ １日 ・１人あたり） 

 

◎横浜市在住で、被保護世帯、市民税非課税世帯及び寡婦（夫）控除のみなし適用により市民税非課

税相当、多胎児減免対象と認められた者については、利用料が全額減免となります。 

 

 

 

 

 

 

 

◎家庭的保育事業を利用している児童の利用料等のガイドライン(上限)として、次のとおり定める。 

日     額 ３歳未満児      0 円（１日 ・１人あたり） 

時 間 単 位 ３歳未満児      300 円（１時間・１人あたり）      

給食・おやつ代 全 児 童 合計  500 円（ １日 ・１人あたり） 

 

※ 日額料金は、事業開始時刻（朝延長時間帯は除く）から 11時間を経過するまでの利用について適

用する（８時間実施施設の場合も同様）。 

※ ただし、半日単位や短時間保育の設定をする場合は、一時間あたりの金額が時間単位のガイドラ
インを超えないものとする。 

例：半日（４時間）料金を設定することも可とするが、時間単位のガイドラインは超えないこととする。 
 ○  ３歳以上児 日額 1,300円  半日（4時間） 640円（160円  ×4時間） 
   ×  ３歳以上児 日額 1,300円  半日（4時間） 650円（162.5円×4時間） 

※ 時間分の料金は、延長時間帯を設定している場合に徴収できる延長利用料にも適用する。 

※ 給食・おやつ代には、18時 30分を超えて利用する児童に係る夕おやつ又は夕食代を含まない。 

※ 児童の年齢は、当該年度の初日の前日における満年齢とし、年度途中に誕生日を迎えても変更し
ないものとする。 

※ 利用料、給食・おやつ代以外の料金の徴収については、あらかじめ利用者に明示し、トラブルとな
らないよう十分な説明をした上で、実費の範囲内で各実施施設において設定できる。⇒【後述】 

※ 余裕活用型については、障害児等の受入は可能ですが、障害児等受入加算助成の適用はありませ
んので受入の際はご注意ください。（「余裕活用型」は、現在の職員配置と利用定員に余裕があるこ
とから実施する一時預かりであるため、職員の加配置という概念がありません。） 

 

時間分の料金は、11 時間を経過して利用する場合の延長利用料に限り適用する 

=添付書類= 

非課税相当「保護証明書」、「保護（開始）決定通知書」、「生活保護費支給証」、 

「市民税・県民税（非）課税証明書」、「市民税・県民税特別徴収税額通知書（納税義務者用）」 

「横浜市寡婦（夫）控除のみなし適用通知書」 

多胎児減免対象「母子手帳」、「住民票」等多胎児であることが確認できる書類 
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（４） その他 

   「一時預かり事業」は社会福祉事業として位置づけられており、社会福祉法人が一時預かり

事業を行う場合、以下のことが義務付けられています。 

・事業開始の届出（社会福祉法人以外の事業者も全て） 

・定款変更（社会福祉法人のみ） 

 

５ 助成金の種類と内容（横浜市一時保育事業助成要綱） 

※ここでの単価は、市会での議決を経て確定します。 
 

一時保育事業の実施施設に対する助成金は、次の５つの項目で構成されています。 

 

 基本分補助（一般型） 

開所時間、月間延べ利用児童数に応じて補助します。 

月の延べ利用児童数が、３人以下の場合は０円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用児童加算（一般型） 

年齢別（３歳未満、以上）の利用児童数×実施時間（８時間実施・11時間実施）の単価です。 

市内・市外在住を問いません。 

年齢区分 
補助額（延べ利用１人あたり） 

８時間実施施設 11時間実施施設 

３歳未満児 1,830円 3,640円 

３歳以上児 870円 1,780円 

 

 被保護世帯・市民税非課税世帯等児童受入加算（一般型、余裕活用型） 

被保護世帯、市民税非課税世帯及び寡婦（夫）控除のみなし適用により市民税非課税相当と認

められた者の児童（市内在住者に限る）の利用料を減免した額を加算します。 

※平成 28年度から利用料全額減免です。 

 

 

 

月の延べ利用児童数 区分 
助成額（月額） 

８時間実施施設 11時間実施施設 

4～ 20人 Ａ区分   61,970円   89,100円 

21～ 60人 Ｂ区分   99,160円 142,560円 

61～120人 Ｃ区分 123,940円 178,200円 

121～180人 Ｄ区分 185,910円 267,300円 

181～240人 Ｅ区分 247,880円 356,400円 

241～300人 Ｆ区分 309,850円 445,500円 

301～360人 Ｇ区分 371,820円 534,600円 

361人以上 Ｈ区分 433,790円 623,700円 
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 多胎児等受入加算（一般型・余裕活用型）  （令和２年度から） 

多胎児等世帯と認められた者の児童（市内在住者に限る）の利用料を減免した額を加算します。 

※利用料全額減免です。 

多胎児受入加算の対象となるのは、多胎児児童のみです。多胎児のきょうだいは対象外です。 

多胎児児童であれば一人だけ預かる場合も対象となります。 

     また、一月ごとの延べ利用児童数に応じて、次に掲げる額を加算します。 

児童 1人あたり（日額） 

1,200円 

  

 家庭的保育事業を利用している児童の利用料加算 （一般型、余裕活用型） 

家庭的保育事業を利用している児童が、家庭的保育事業の家庭的保育者の休業時に代替保育が

できないときに、一時保育「緊急保育」の利用時に利用料の全額を免除した場合、実減免額と要

綱に定める基準額のいずれか少ない方の額を加算します。 

基本分補助額が 0円の月でも加算対象となります。 

全日分 ３歳未満児 2,400円（ １日・１人あたり） 

時間分 ３歳未満児   300円（１時間・１人あたり） 

※ 時間分は、11時間以内の利用時に時間単位の料金で受け付けている実施施設に対し適用

し、延長時間には適用しません。 

 

 障害児等受入加算（一般型） 

障害児（手帳所持者、発達障害のある児童又はそれらに相当する障害があると施設長が判断す

る児童）の受け入れにあたり、職員の加配置をした場合、要支援の程度に応じた加配置に要する

人件費について加算します。 

区分 配置 児童 1人あたり（日額） 

軽度 ３：１ 4,350円 

中度 ２：１ 6,700円 

重度 １：１ 9,180円 

※ いずれの加算とも、基本分補助額が 0円の月でも加算対象となります。 

 

 

 余裕活用型助成（余裕活用型）  （令和２年度から日額変更） 

    一月ごとの延べ利用児童数に応じて、次に掲げる額とします。 

児童 1人あたり（日額） 

2,400円 
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６ 届出及び請求の流れ 

 

＜一時保育に関する事務＞ 

 一時保育に関する事務 

支給方法 原則、毎月の実績に基づく支給（翌月末支給） 

（例）５月分は６月末日支給 

※ 翌々月以降の支給になる場合もあります。 

実績報告・請

求書の提出先 
こども青少年局 保育・教育運営課 

実績報告・請

求書の提出方

法 

実績報告 

請求書   

印刷した請求書（捺印済みのもの）を 

郵送により提出  

住所：〒231-0015 横浜市中区尾上町１-８関内新井ビル 

宛名：横浜市こども青少年局保育・教育運営課 一時保育助成金担当者 宛 

※いずれも、毎月７日締切。 

支給関係以外

の届出書類の

提出先 

実施届、変更届、実施結果報告書、障害児等受入加算申請書、特定子

ども・子育て支援施設等確認申請書（無償化に関する書類）等は、従

来通り各区こども家庭支援課へ提出 

令和元年 10月１日から幼児教育・保育の無償化が開始にともない、 

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書（無償化に関する書類）が

必要になります。 

新規で実施する場合⇒実施届+確認申請書が必要です。 

なお、確認申請書はいったん提出いただければ一時保育を廃止しない

限り有効です。 

 

【留意点】・実績報告・請求書の提出期限については、厳守をお願いいたします。遅延され

た場合（記載不備による再提出も含む）、翌々月以降の支給になる場合があります。 

・障害児等受入加算については、障害児（手帳所持者、発達障害のある児童又はそれ

らに相当する障害があると施設長が判断する児童）の受け入れにあたり、職員の加配

置をした場合、「横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用決定通知書」の発行

後にまとめてご請求ください。 

 ・被保護世帯・市民税非課税世帯等児童受入加算・多胎児等受入加算については、

利用時に保護者へのヒアリングを必ず行い、該当世帯の児童と判明した場合は、各

確認書類の写しとともに当月ご請求ください。 

 

※障害児の利用があった場合は、速やかに区役所こども家庭支援課に「横浜市一時

保育事業 障害児等受入加算適用申請書」をご提出ください。「横浜市一時保育

事業 障害児等受入加算適用決定通知書」を発行いたします。（詳細は後述の

「障害児等受入加算の申請等」をご参照ください。 

   

 

エクセルデータを市電子

申請システムにより提出 
 

※０円の場合もデータ

のみ提出が必要 
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★「一般型」「余裕活用型」の事務   ※翌々月以降の支給になる場合もあります。 

 

５月 ４月分  実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

６月 ５月分  実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

７月 ６月分  実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

８月 ７月分  実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

９月 ８月分  実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

10 月 ９月分  実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

11 月 10 月分 実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

12 月 11 月分 実績報告・助成金の請求 【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

１月 12 月分 実績報告・助成金の請求  【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

２月 １月分  実績報告・助成金の請求  【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

３月 ２月分  実績報告・助成金の請求  【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

来年度の実施届提出（10 日締切） 

４月 ３月分  実績報告・助成金の請求  【毎月７日締切：厳守】 ⇒ 月末に支給 

今年度の実施結果報告書提出 

※ 実績報告・助成金の請求は毎月行います。【毎月７日締切：厳守】 

※ 実績報告・助成金の請求は、横浜市ホームページに掲載されているフォーマットをダウンロードし

て自園の書類を作成し、 『データを横浜市電子申請システム』 『請求書（捺印済みのもの）を郵

送』 にて、こども青少年局 保育・教育運営課あてに提出します。（電子申請システムの利用に必

要なＩＤ・ＰＡＳＳ等の詳細は、別途ご案内します。） 

３月 
実施届の提出    

『横浜市一時保育事業実施届（第１号様式）』を３月 10日までに、区福祉保健センターのこども家庭支援

課に提出します。あわせて、利用者向けの「一時保育の案内ちらし」も御提出ください。 

新規で一時保育事業を実施される場合は実施届のほか「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」

が必要です。実施届は毎年更新で実施届を提出していただきますが、確認申請書はいったん提出する

と廃止しない限り有効です。 

新規で実施の場合→実施届+確認申請書（無償化に関する書類） 

実施届に記載された実施時間（延長時間含む）で、助成の単価（８時間・11 時間）が決まります。また、４

月以降にホームページで実施時間や利用料等を公表します。 

※旧様式の実施届は受付不可です。必ず横浜市ホームページより、現行の様式をダウンロードして作

成してください。 

 

５月～翌４月 
前月の利用実績 及び 助成金の請求    

『横浜市一時保育事業 助成金報告書兼請求書（第１号様式）』 及び 『横浜市一時保育事業 利用状

況報告書（第７号様式及び別紙）』を作成し毎月７日までに、『データを横浜市電子申請システム』 『請

求書（捺印済みのもの）を郵送』 にて、こども青少年局 保育・教育運営課あてに提出します。 

 

※年度終了後、４月 30日までに『横浜市一時保育事業 実施結果報告書（第９号様式）』を区福祉保

健センターのこども家庭支援課に提出します。 
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★「余裕活用型」の事務 

一般型との相違点 

・ 余裕活用型の助成項目は、「余裕活用型助成」、「被保護世帯・市民税非課税世帯等児童受入加

算」、「家庭的保育事業を利用している児童の利用料加算」「多胎児等受入加算」です。 

・その他の状況報告書等の報告は、様式は異なりますが、一般型と同様の事務処理となります。 

 

余裕活用型の助成金の請求時期 

・「一般型」と同じです。 

 

■障害児等受入加算の申請等（余裕活用型は助成対象外です。）   

（１）申請 

・障害児保育教育対象児童及び特別支援保育教育対象児童の利用があった場合、 

『横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用申請書（第 10号様式）』に 

横浜市特別な支援を必要とする児童の保育・教育実施要綱に規定する 

①保護者が記入する『児童状況書（同要綱第１号様式）』及び 

②施設・事業者が記入する『児童状況確認書（同要綱第２号様式もしくは第２号様式の２）』 

を添付して、区福祉保健センターのこども家庭支援課に申請します。 

・「身体障害者手帳」、「療育手帳（愛の手帳）」及び「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けて

いる児童については、各手帳の写しを添付してください。 

・当該児童が、翌年度も引き続いて一時保育事業を利用する場合は、新年度に改めて適用を申請

する必要があります。 

（２）助成区分の決定 

・障害児等受入加算の区分が決定したとき、 

『横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用決定通知書（第 11 号様式）』により、区から実

施施設に通知されます。 

・障害児等受入加算助成の支給開始日は、福祉保健センター長が申請年度の範囲内で決定します。 

 

（３）助成金の請求書類に添付 

   ・対象児童について障害児等受入加算助成を受ける場合は、毎月の助成金の請求に反映させると

ともに、『横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用決定通知書（第 11 号様式）』の“コピ

ーを請求書に添付して郵送”あるいは“ＰＤＦに変換して横浜市電子申請システムで請求デー

タと一緒に送付”します。通知書発行後の送付で構いません。 

 

７ 様式について（令和２年度からの助成金の種類の変更により後日様式が変更になる可能性があります） 

※古い様式は使用しないようにお願いします。 

（１）横浜市一時保育事業実施要綱 

☆横浜市一時保育事業実施届☆ 

   事業開始月の前月 10日まで（翌年度に引き続き実施の場合は３月 10まで）に区福祉保健センタ

ーのこども家庭支援課に提出します。 

  実施届に記載された実施時間で、助成の単価（８時間・11時間）が決まります。また、４月以降

にホームページで実施時間や利用料等を公表します。 

※新年度４月、５月に休止し６月から実施する場合は、３月１０日までに休止届を提出し、５月

10日までに実施届を提出してください。 
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◎記入注意ポイント◎ 

実施要綱第７条第３項に、『実施時間が１１時間を超える場合に限り、１１時間を超える時間帯につ

いて延長時間を設定することができる。』と記載されています。そのため、実施届の延長時間の欄に

は、１１時間を超える時間帯のみ記入してください。 

 例）７：３０～１８：３０（１１時間）まで実施している場合、実施時間の欄のみの記載になります。 

    ７：３０～１６：３０を実施時間の欄に記入し１６：３０～１８：３０を延長時間の欄に記入するというよ

うな記載はできません。 

☆横浜市一時保育事業実施内容変更届☆ 

  事業内容を変更しようとする月の前月 10 日までに区福祉保健センターのこども家庭支援課に提出

します。 

 

☆横浜市一時保育事業休止届☆ 

  事業を休止しようとする月の前月 10 日までに区福祉保健センターのこども家庭支援課に提出しま

す。休止期間は原則２か月です。引き続き休止が必要な場合は廃止届を提出してください。 

 

☆横浜市一時保育事業廃止届☆ 

  事業を廃止しようとする月の前月10日までに区福祉保健センターのこども家庭支援課に提出しま

す。 

（2）横浜市一時保育事業助成要綱 

以下「一般型」の様式 

※「余裕活用型」も「一般型」に準じます。 

☆横浜市一時保育事業 助成金報告書兼請求書☆ 

横浜市ホームページに掲載されているフォーマットをダウンロードして作成し 『データを横浜

市電子申請システムにて』 『請求書（捺印済みのもの）を郵送』 にて、自園の書類をこども青少

年局 保育・教育運営課に提出します。締切は毎月７日（厳守）です。（詳細は、別途ご案内します。） 

 

５　被保護・市民税非課税世帯等減免分助成

× 円

× 円

× 円

× 円時間 160

円 7,840 円 7,840 円

３歳以上児
人日

4

３歳未満児
3 人日 2,400 左欄の合計 ①の額

時間
7,840

年齢 対象件数 単価 助成上限額　① 実減免額②※ 助成額　　c

 

 

☆横浜市一時保育事業 助成金差額内訳報告書☆ 

  利用児童数の訂正など差額が発生した場合に使用します。別紙は具体的な内容等を記載するもので、

差額が発生した項目のみ記載します。 

 

☆横浜市一時保育事業 助成金精算請求書☆ 

  追加請求が必要な場合に使用します。 

 

☆横浜市一時保育事業 利用状況報告書☆ 

  前月の利用状況を、毎月７日までにこども青少年局 保育・教育運営課に報告します。 

全日利用の人の合計（延べ人数）、時間利用があった場合の合計時間を記入 

 

通常料金 平成28年度から全額減免 
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※ 各園の毎月の実績をもとに、全市の利用実績を集計します。これをもとに次年度の予算編成

や、当該年度の仮決算を行いますので、報告に遅れが出ないようにお願いします。 

「寡婦（夫）控除のみなし適用により市民税非課税相当と認められた者」について、利用児童数

の記入をお願いいたします。 

☆横浜市一時保育事業実施結果報告書☆ 

 事業を実施した年度が終了したとき、または事業を廃止したときに使用します。年度が終了したと

きは翌年度４月末日まで、事業を廃止したときは、事業実施最終月の翌月末日までに区福祉保健セン

ターのこども家庭支援課に提出します。 

          
☆横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用申請書☆ 

  助成要綱に規定する児童の利用があった場合に使用します。この申請書に横浜市障害児等の保育・

教育実施要綱に規定する児童状況確認書（同要綱第２号様式もしくは第２号様式の２）を添付して区

福祉保健センターのこども家庭支援課に申請します。 

 

☆横浜市一時保育事業 障害児等受入加算適用決定通知書☆ 

 障害児等受入加算の区分が決定したとき、区から実施施設に通知されます。 

 

※多胎児受入加算が令和２年度から開始されることについて様式等が変更になる可能性があります。 

 

  新要綱・新様式については令和２年４月までにホームページに掲載予定です。 

. 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ichiji/ich
ijiannai.html 

  一時保育について事業の改善にむけて、今後実施施設へ調査を行う予定です。ご協力をお願いします。 
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８ よくあるお問い合わせ 

 

Ｑ１ 基本の開所時間を８時間に設定した場合、基本時間を過ぎたら延長料金を徴収できますか？ 

Ａ できません。延長料金は基本の開所時間 11 時間を越える部分についてのみ徴収可能です。 

 

Ｑ２ 「事業を担当する保育士」は専任でなければいけませんか？ 

Ａ 一時保育利用児童の状況を把握したり、一時保育児童に関する担当者という位置づけの保育士が必

要です。クラス担任など一時保育事業と事実上兼務ができない場合は除きますが、他の業務との兼務で

も差し支えはありません。 

 

Ｑ３ 一時保育事業実施届の「４ 事業担当保育士の内容」に記載する保育士は、向上支援費の保育

士雇用状況表に重複して記載していいのですか？ 

Ａ 一時保育の基本助成額の積算は、1 名分の人件費です。一時保育専用保育室の設置の有・無に関わ

らず、「事業担当保育士」１人分は一時保育側で費用を計上しますので、保育士雇用状況表への重複記

載はできません。「事業担当保育士」の２人目以降は、向上支援費の保育士雇用状況表への重複記載を

しても構いません。 

 

Ｑ４ 「一時保育専用保育室」が無いのですが、事業は実施できますか？ 

Ａ 原則は一時保育事業専用保育室（最低 30 ㎡）を確保することとしていますが、専用の部屋を確保しな

くても、入所児童の保育室面積に余裕がある（＝児童数に応じた最低基準面積以上の面積がある）場合

など事業の実施に支障がないと区長が認める場合には、一時保育を実施することができます。 

    

Ｑ５ キャンセル料は徴収できますか？ 

Ａ キャンセル料の徴収についての規定はありませんので、徴収しても差し支えはありません。ただし、予

め利用者にその旨を周知することや不公平な取り扱いにならないようにするなど配慮してください。 

 

Ｑ６ 昼食や日中のおやつ以外に、お迎えが夕方遅くなる児童に夕おやつまたは夕食の提供を考えて

いますが、別途料金を徴収することはできますか？ 

Ａ できます。昼食及び日中のおやつは「合計５００円」の範囲内ですが、夕おやつ等は含まれていないの

で、実費相当を別途徴収しても差し支えありません。ただし、予め利用者にその旨を周知することや不公

平な取り扱いにならないようにするなど配慮してください。 

 

Ｑ７ 非定型、緊急、リフレッシュの各保育は、全部実施する必要がありますか？ 

Ａ 原則は全て実施することとしていますが、地域の実情等に応じて一部だけの実施としても差し支えあり

ません。 

 

Ｑ８ 非定型的保育の利用要件である「介護」とはどのような状況ですか？ 

Ａ 病人や障害者・障害児の介護または施設等へ定期的に通所している障害者・障害児の付き添いをし

ている、など家庭での保育が断続的に困難な場合に該当します。 

 

資料Ⅱ -32-



Ｑ９ 他園の一時保育と併用できますか？ 

Ａ 原則は認められませんが、その日の実施施設の受け入れ状況や、やむを得ない事情等がある場合

は、利用要件ごとの利用限度範囲内（例：非定型では週３日または１２０時間以内）であれば複数園の利

用もできます。また、利用限度範囲を超えて利用することが必要となった場合には各区へご相談をしてく

ださい。 

 

Ｑ10 幼稚園児の利用はできますか？ 

Ａ 要件があればできます。 

 

Ｑ11 非定型を毎日利用することはできますか？ 

Ａ 月に１２０時間を超えなければ週５日利用することも可能です。 

 

Ｑ12 非定型保育で利用している人が、リフレッシュ保育も利用することはできますか？ 

Ａ 要件がリフレッシュ保育に該当するのであれば利用可能です。 

 

Ｑ13 緊急保育を１４日以上利用することはできますか？ 

Ａ 利用者は１４日を超える前に、実施施設に再度申込みをし、実施施設で受入態勢が整っていれば利

用可能です。実施施設は区に、口頭または書面で報告をします（実施要綱第８条） 

 

Ｑ14 実施要綱第４条の就学猶予中とはどのような場合ですか？ 

Ａ 病弱・発育不完全、その他やむを得ない事由のために、就学困難と認められる子女（学校教育法１８条） 

 

Ｑ15 ＡＢ階層減免の適用について、毎年６月に前年の非課税証明が発行されますが、４、５月の利用

時にはどう取り扱えばよいですか？ 

Ａ 該当であることを証明する書類の提出が必要になりますので、このケースの場合はおととしの状況が

直近の状況ということになります。（４、５月には６月発行の非課税証明書が持参できないので、それ以前

に発行されたものが直近の状況を確認できる証明になります。おととしの状況が課税であれば、４、５月

利用時に減免は受けられません。） 

※課税証明書（毎年６月更新）では課税世帯となっているものの、その後の離婚等で実質的に非課税世

帯となっている場合は、令和元年１０月からの保育無償化に伴い、「施設等利用給付認定 決定通知

書（子ども・子育て支援法第30条の 4  3号認定）※令和元年10月からの保育無償化に伴う通知書と

なります。」にて、次の６月の課税証明書更新により非課税世帯の確認が取れるまでの間、減免の適

用を受けることができます。ただし、課税証明書更新の前に、当該世帯の課税状況が課税となったこと

が確認された場合は、それ以降については減免の適用を受けることができません。 

  ※ＡＢ階層減免については、該当世帯であることを証明する書類の提出を求めていますが、ＤＶ等で住

民票をうつせず、書類が入手できない等、やむを得ない事情の場合は例外を認めています。 

 

Ｑ16 被保護・市民税非課税世帯等の全額減免は、どの範囲まで適用されますか？ 

Ａ 平成 28 年度から被保護・市民税非課税世帯等は、利用料が全額減免になります。ただし、給食・お

やつ代やその他実費徴収分については適用対象外になりますので、予め利用者の方にその旨をご説明

してください。 
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■一時保育事業と他の保育施設等との重複利用について 

○…利用できます　　×…利用できません

非定型 緊急 リフレッシュ

× × × ○ × ○ ○

非定型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緊急 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リフレッシュ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ × ○ × ○ ○

× × × ○ × ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ○ × ○ ○

○ ○ ○ ○ × ○ ○

× × × ○ × ○ ○

非定型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緊急 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リフレッシュ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ○ × ○ ○

在園児 × × ×

他園児 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※１…１人につき、週３日以内の利用又は月に120時間以内の利用になります。

※２…家庭的保育事業が休業する際に、代替保育の実施ができない場合のみ利用できます。

※３…別途利用条件があります。

※４…施設が私立幼稚園等一時預かり保育を実施している場合、その施設の在園児のみ利用できます。

○ ○ ○ ○ ○

横浜保育室

横浜保育室
（一時保育：自主事業）

認定こども園（一時保育）

認定こども園
（１号）

認可外保育室（一時保育：自主事業）

認可外保育室【乳幼児一時預かり】

親と子のつどいの広場
一時預かり

幼稚園【給付対象】

幼稚園【給付対象外】

認定こども園（２・３号）

認可外保育室

２４時間型
緊急一時
保育

保育所（他都市も含む）

保育所（一時保育）

家庭的保育

小規模保育

小規模保育（一時保育：自主事業）

一時保育 乳幼児
一時預かり

私立
幼稚園等
一時預かり

小規模
余裕活用型 休日保育

小規模保育（一時保育）【余裕活用型】

事業所内保育【給付対象】

居宅訪問型保育（夜間）

児童が日常的に
利用している施設等

一時保育

※１

※２

※１

※３ ※３ ※３

※４

※４

※４

 

  

 

   

※２〇 
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９ 一時保育事業での実費徴収について 
 一時保育事業における利用料等以外の実費徴収について、実費徴収できないものは、次のとお

りです。 

 

１ 徴収できない利用料等以外の実費負担 

（１）利用児童加算助成に含まれるもの 

    横浜市一時保育事業助成要綱の利用児童加算助成の積算に含まれているため、次の費用は、

保護者に対し負担を求めることはできません。保護者から徴収した場合は、利用児童加算助

成の返還を求める可能性があります。 

ア 保育に直接必要な保育材料費、炊具食器費、光熱水費等 

イ 採暖費 

ウ 寝具リース費 

エ ぎょう虫検査費 

オ 寝具衛生費 

 

（２）実費ではないもの 

 実費は、実際に必要とする費用であり、手数料や利益などを含まない金額となります。そ

のため、次のような役務の対価となる費用や目的が明確でないものは徴収できません。 

ア 事務登録料 

イ 寄付金 

ウ 賛助会費 

 

２ 実費徴収を行う場合 

  実費徴収を行う場合は、「横浜市一時保育事業実施届」に記載し区長へ届出が必要です。また、

一時保育の案内や実施施設内に掲示するなど、保護者にわかりやすい方法で、実費徴収目的と

金額を公開してください。 

 

 

横浜市一時保育事業実施要綱 

（費用負担） 

第 20 条 事業実施者は、事業の実施にあたって、保護者に利用料等（給食・おやつ代及び延長時

間を設定している場合には延長利用料を含む。以下同じ）を求めることができる。 

２ 前項の利用料等は、別表１に定めるガイドライン（上限額）を超過しないこと。 

３ 利用料等以外の実費負担は、事業実施者があらかじめ定め、必要に応じて保護者に負担を求め

ることができる。 

４ 利用料等及び利用料等以外の実費負担については、事業実施者があらかじめこれを定め、区長

に届け出るとともに、保護者にわかりやすい方法で公開しなければならない。 

５ 家庭保育福祉員に利用中の児童であって、延長時間を利用した場合の利用料は、別表３に定め

るガイドライン（上限額）を超過しないこと。 
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10 一時保育事業「緊急保育」における家庭的保育事業利用中の児童の保育について 

(1) 実施内容 

横浜市家庭的保育事業を利用している児童について、家庭的保育事業の家庭的保育者（以

下「家庭的保育事業者」という。）が急病等の急な休業時で補助員による代替保育が出来な

い場合に限り、実施施設の一時保育事業の「緊急保育」の利用ができることします。また、

この場合の利用料を減免します。 

 (2) 実施理由 

家庭的保育事業者については、自身の研修への参加や健康診断、急病の時等、保護者と協

議のうえで休業することがあります。 

家庭的保育事業者が休業する際は、補助員による代替保育を実施することができますが、

補助員の資格や経験等により代替保育の実施ができない場合について、実施施設の一時保育

事業の「緊急保育」の利用を可能とし、利用料についても減免するものです。 

 (3) 事務の流れ 

ア 利用方法 

(ｱ) 一時保育を実施する実施施設の中で、利用を希望する施設に、事前登録をします。 

(ｲ) 家庭的保育者が急病等で代替保育が出来ない場合に、一時保育の利用を希望する日に

予約をします。 

(ｳ) 家庭的保育事業者から、「利用・休業証明書」を入手します。    

(ｴ) 当日「利用・休業証明書」を実施施設に提出し、一時保育を利用します。 

イ 利用期間 

 「利用・休業証明書」に記載された休業日に限るものとする。 

注） 一時保育を必ず利用できるというものではありません。通常の利用者と同じ申込をし

ますので、予約人数等によっては利用できない場合もあります。 

ウ 利用料金・区への報告 

(ｱ) 家庭的保育事業の利用時間を含む 11時間までの基本利用料（１日 2,400円を上限に実

施施設が設定している金額）は減免し、横浜市が負担しますので、保護者は利用料金

の負担はありません。ただし、利用料金以外の食事代等は、別途保護者が実施施設に

支払いをします。 

(ｲ) 実施施設は、各実施施設が定めている一時保育の利用料金を、（８時間に満たない利

用時間で時間単位の受付をしている場合は、時間単位の請求で）、緊急保育の利用児

童として、こども青少年局 保育・教育運営課に報告をします。（第７号様式に反映

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の手続き 

実施施設の手続き 
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４　家庭的保育事業利用中児童　利用費助成

合　　　計 円 円

円

時間 円 円

年齢区分 対象件数 通常の利用料 実減免額 備考

３歳未満児
人日 円

１　利用状況

延べ利用児童数

うち4時間未満 ( 4 ) ( ) ( ) ( ) ( 4 ) ( ) ( )

実利用児童数

延べ利用児童数

うち4時間未満 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

実利用児童数

延べ利用児童数

うち4時間未満 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

実利用児童数

延べ利用児童数

うち4時間未満 ( 4 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 0 )

実利用児童数

※（　）内には、４時間未満の利用者数を内数で記載すること。

26

4 0 1 1 1 0 1

26

4 1 1 1 1

4 0 13

利用児童加算助成対象児童数 9 17

合 計

0 5 4

ﾘﾌﾚｯｼｭ保育

13

緊急保育

非定型的保育

5 4 4

事業内容
利用

児 童 数

年齢別内訳

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

平成　　年　　月　　日

横浜市　　　　福祉保健センター長

　

　

　

　

　 　

横浜市一時保育事業　利用状況報告書

事業実施者（所在地）

　　　　　（名　称）

　　　　　　代表者
　　　　　　職氏名

　

  

　　　

　

　　　

印（ ）

緊急保育の人数に

反映されます。 

同じ金額です。 

（通常の利用料がその

まま減免されます） 

助成要綱 第７号様式 

助成要綱 第７号様式別表 

緊急保育利用者の名簿に 

家庭的保育事業利用中児

童をいれます。 

被保護世帯「１」 

非課税世帯「２」 

みなし寡婦「３」 

家福利用者「４」 

こども青少年局長 
 

★変更前の様式です。 
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※家庭的保育者⇒保護者⇒一時保育実施施設⇒区こども家庭支援課 

※この証明書は、「家庭的保育事業休業日」の期間内のみ有効

（第６号様式）

一時保育事業実施施設　施設長　様

（備考）

年　　月　　日生 年　　月　　日生

利　用　・　休　業　証　明　書

次の児童は、当家庭的保育事業を利用していることを証明します。

当家庭的保育事業の休業日を証明します。

　　年　　月　　日

生 年 月 日

児 童 氏 名

＜家庭的保育事業者＞

　　　年　　月　　日
　　～　　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日
　　～　　　　年　　月　　日

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡先TEL　　　　（　　　　　）　　　　　　

ふりがなふりがな

利 用 期 間

家庭的保育事業
休 業 日

休 業 の 理 由

　　　年　　月　　日～　　　　年　　　月　　　日

　□急病　□家庭的保育者現任研修
　□その他（　　　　　　　　　　　）
　により、補助員による代替保育ができないため。

住 所

保 護 者 氏 名

　　　　　　区
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・ あらかじめ預け先となる保育所等に登録が必要です。 

・ 登録時には保育内容、時間、緊急時の利用条件など、保育所等にご確認ください。 

・ 登録先に空きがない場合は使えない時があります。 

・ 利用料は減免です。（最大 2,400 円/日まで） 

・ 食事代の実費がかかります。 

 
どんなときに使え

ますか? ▼△▼こんな時に利用できます▼△▼ 
お子さんの預け先となっている 
家庭的保育事業の家庭的保育者が急病等の

急な休業時で補助員による代替保育が出来

ない場合 

利用前に慣らし保育が必要等、各保育

所により異なります。実施施設一覧や申

し込の面接時にご確認ください。 
  

保育時間等について 

保育所では、送り迎えはいたしません

ので、保護者の方が責任をもって、 
児童の送迎をお願いします。 
 

児童の送迎について 

「（第６号様式）利用・休業証明書」を

添えて、一時保育実施保育所へ、直接

お申込みください。保護者と保育所と

の契約となります。 
 

福祉員休業時の利用申請について 

一時保育制度は、保護者等の疾病、入

院、冠婚葬祭などやむを得ない理由によ

り、緊急一時的に保育が必要となる児童

をお預かりする制度です。 
家庭的保育事業をご利用中の児童は

対象外でしたが、平成 25 年度から急病

等の休業時に補助員による代替保育が

出来ない場合に限り利用できるように

なりました。 

一時保育制度（緊急保育） 

家庭的保育事業に、お子様を預けている保護者の皆様へ(保護者向け案内) 

 
 

①食事代等の実費がかかる場合は直接

園へ支払います。 
②支払方法は園により異なります。 
 

利用料等について 

お問合せ先：横浜市こども青少年局 保育・教育運営課 ☎045-671-3564 FAX045-664-5479 

一時保育実施施設はホームページを参照してください。

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/kosodate/ichijiannai.html） 
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一時保育利用時の手続き概要（参考） 

お問合せ先：横浜市こども青少年局 保育・教育運営課 ☎045-671-3564 FAX045-664-5479 

 

 

保護者の皆様 

大まかな流れ（園により異なります） 

一時保育利用保育所 
① 空き状況確認 
※空きがない場合は利用できません。 
 
② 一時保育利用申込書および 
「利用・休業 証明書」提出 

※ 必要に応じて他の書類等提出いただく場

合があります。 
 
③ 食事代等実費の支払い 

家庭的保育事業者 

① 協議（休業日確認） 
②「利用・休業 証明書」受理 

① 保育園に電話で面接予約 
② 緊急で利用の際の条件確認 
③ お子さんと面接 
④ 利用登録（複数園登録可） 

面接予約 
利用登録 
（複数可） 

１ 事前準備 

利用申込 受入の決定 利用 支払 終了 

※園により手続きが異な

るため事前に確認をお願

いします。 

２ 利用するとき 

（第６号様式）

一時保育事業実施施設　施設長　様

（備考）

年　　月　　日生 年　　月　　日生

利　用　・　休　業　証　明　書

次の児童は、当家庭的保育事業を利用していることを証明します。

当家庭的保育事業の休業日を証明します。

　　年　　月　　日

生 年 月 日

児 童 氏 名

＜家庭的保育事業者＞

　　　年　　月　　日
　　～　　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日
　　～　　　　年　　月　　日

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡先TEL　　　　（　　　　　）　　　　　　

ふりがなふりがな

利 用 期 間

家庭的保育事業
休 業 日

休 業 の 理 由

　　　年　　月　　日～　　　　年　　　月　　　日

　□急病　□家庭的保育者現任研修
　□その他（　　　　　　　　　　　）
　により、補助員による代替保育ができないため。

住 所

保 護 者 氏 名

　　　　　　区
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11 「定期利用型一時保育」のご案内（利用者向け案内） 

一時保育（非定型的保育）とは、保護者等の就労、職業訓練や就学等により、家庭での保育が断続

的に困難となる児童をお預かりするものです。利用の上限は週 3 日又は月 120 時間以内です。パー

ト就労や短時間就労の方、介護の方などの利用を想定しています。 

 

 

■ 定期利用型一時保育（一時保育の年間利用） 

一時保育（非定型的保育）の利用にあたり、ひと月単位から最大年度末までの受付が可能となり、

年間の保育環境が確保でき、就労しやすくなるとともに、申込の手間も省けます。 

年間利用の受付が可能かどうかは、一時保育（非定型的保育）実施施設へ直接お問い合わせしてい

ただきます。 

※利用申請の期間については、実施施設が決定します。全ての実施施設で年間利用の受付を行うものでは

ありません。 

 

  定期利用型一時保育（年度末まで受付）を実施している施設は、横浜市こども青少年局ホームページ

「はぴねすぽっと：認可保育所一時保育実施施設一覧」に掲載しています。 

  http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/kosodate/ichijiannai.html 

   

  

申込方法について 

実施施設へ直接お申込みいただきます。 

年間契約をしている場合でも年度途中の定員の充足状況により、利用日時等の変更をお願いする場

合があります。 

 

利用料について 

各実施施設が定めます。また、利用料以外にも食費等の実費が必要な場合もあります。 

＜一日の利用料の上限＞   ３歳未満児 2,400 円、３歳以上児 1,300 円 

※横浜市在住で被保護世帯、民税非課税世帯又は寡婦（夫）控除のみなし適用により市民税非課

税相当と認められた世帯（みなし寡婦（夫）は、利用料が全額減免になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 定期利用型一時保育制度問い合わせ先：こども青少年局 保育・教育運営課 671-3564 

「定期利用型一時保育」 

実施施設 

 

毎週水曜に 

学校に通っています。 

火・木に 

介護が・・・。 

年間を通じて 

お預かりします！ 

 

週３回、 

月・水・金の仕事です。 

 

 

 

仕事をしている平日の 

午前だけ預けたいな。 
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12 寡婦（夫）控除のみなし適用について 

 

１ 対象事業 

  一時保育事業、休日一時保育事業、24時間型緊急一時保育事業、病児・病後児保育

事業 

 

２ 対象者 

 「寡婦(夫)控除のみなし適用通知書」の対象事業名欄が次の(1)または(2)であり、 

備考欄に「市民税非課税相当」と記載されている方 

 

＜対象事業名＞ 

(1) 

１ 保育所、幼稚園、認定こども園（施設型給付）保育料 

２ 家庭的保育事業等（地域型保育給付）保育料 

３ 横浜保育室事業 

(2) 

５ 一時保育事業（認可保育所、幼保連携型認定こども園）利用料 

６ 休日一時保育事業 利用料 

７ 24時間型緊急一時保育事業 利用料 

８ 病児・病後児保育事業 

 

３ 各事業者における取扱い 

(1) 「寡婦(夫)控除のみなし適用通知書」（対象事業名が２(1)または(2)であり、備考欄に「市

民税非課税相当」と記載されているもの）の提示があった場合、非課税証明書の提示があっ

た場合と同様の利用料としてください。 

 ※施設の利用が、適用期間内であることも確認してください。 

 

(2) 対象となる「寡婦(夫)控除のみなし適用通知書」の見本、確認内容は別紙のとお

りです。 

 

(3) 利用者から提示された「寡婦(夫)控除のみなし適用通知書」は、写しをとって原

本を申込者に返却してください。 

 

(4) 「寡婦(夫)控除のみなし適用」の件数については、実績報告書（利用状況報告書

等）の中でご報告いただくことになりますので、市民税非課税世帯等の件数とは別

に管理をお願いします。新しい報告様式等については、事業ごとに別途お示ししま

す。 

４ 「寡婦(夫)控除のみなし適用」の流れ 

 (1) 申請者は、市（区またはこども青少年局）に「みなし適用」の申請 

 

 (2) 市（区・局）は、申請者に「みなし適用通知書」を送付 

 

 (3) 申請者は、各事業者に「みなし適用通知書」を持って利用申込 

横浜市の子ども・子育て支援

新制度の支給認定 
(負担区分) 
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（第２号様式） 

  

 年 月 日 

横浜市寡婦（夫）控除のみなし適用通知書 
 

 

 横浜  一 様 

横浜市長 

 

 

申請のありました横浜市寡婦(夫)控除みなし適用申請書の申請内容に対し、 

次のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 
 
 
【確認手順】 
・寡婦（夫）控除のみなし適用通知書が提出されたら、上記のとおり 
 「対象事業名」、「適用期間」、「備考欄」の３点を必ず確認してください。 
・利用者から提示された「寡婦(夫)控除みなし適用通知書」はコピーを取り、原本は利
用者へ返却してください。 

 

対   象 

事  業  名 

５ 一時保育事業（認可保育所、幼保連携型認定こども園）利用料 

６ 休日一時保育事業 利用料 

７ 24時間型緊急一時保育事業 利用料 

８ 病児・病後児保育事業 利用料 

申請者氏名 横浜  一 

住 所 ○○区○○町１－１ 

内   容 

 

■以下のとおり寡婦（夫）控除のみなし適用の該当となります。  

 

   □寡婦   □特別寡婦   ■寡夫 

 

□以下のとおり、寡婦（夫）控除のみなし適用は非該当となります。 

（理由） 

 

 

適 用 期 間 令 和 元 年 9 月 １ 日 ～ 令 和 2 9 年 ８ 月 3 1 日 

備   考 

 
 
市民税非課税相当 

一時保育事業等該当者の場合 

上記の対象事業名で、備考欄に「市民税非課税相当」と記載されていれば、

減免対象者です。（市民税非課税世帯と同様の利用料としてください。） 
備考欄が空欄であれば、減免対象外です。 

対象事業名に 
 ５ 一時保育事業（認可保育所）利用料 
 ６ 休日一時保育事業 利用料 
 ７ 24 時間型緊急一時保育事業 利用料 
 ８ 病児・病後児保育事業 利用料 
 
と記載されているか確認してください。 

施設の利用が適用期間内か確認してください。 
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（第１号様式）

年 月 日

区長

　横浜市一時保育事業実施要綱に基づき、一時保育事業実施届を提出します。

１　実施施設名称等

〒 － －

区

□ □ □

． ㎡

□ 有 □ 無 . ㎡

合計 人 3歳未満児 人 3歳以上児 人

２　事業実施内容

年 月 日

□ 有 □ 無

□ □

■ (実施しない事業がある場合、その理由）

■

□

歳児クラスから

歳児クラスまで

■ 専用保育室 □ 各保育室 □ ）

■ 月 ■ 火 ■ 水 ■ 木 ■ 金 ■ 土

時 分 ～ 時 分(

時 分 ～ 時 分(

□ 朝 時 分 ～ 時 分(

□ 夕 時 分 ～ 時 分(

□ 朝 時 分 ～ 時 分(

□ 夕 時 分 ～ 時 分(

時 分 ～ 時 分(

時 分 ～ 時 分(

３　利用料等 ※2.適用時間を記入のこと。

朝 ～

夕 ～

円

円

円

円

【裏面あり】

　　　　　（名　称）

　　　　　　代表者
　　　　　　職氏名

時間)

土曜 時間)

※受入下限が０歳児クラスの場合は、

月齢等を記入→

30 時間)

建 物 の 構 造

横浜市一時保育事業実施届
令和２ 3 10

横浜市

事業実施者（所在地）

専 用 保 育 室 の 有 無 専用保育室の規模

利 用 定 員 　 　 　

施 設 名 称 はぴねすぽっと保育園

所 在 地
〇〇〇 〇〇〇〇 TEL 045－ 〇〇〇 〇〇〇〇

横浜市 〇〇 中央２－２－２

施 設 種 別 保育所 認定こども園 小規模保育事業

施 設 の 面 積

事 業 開 始 日 令和 2 4 1

受 入 年 齢
〔下限〕

〔上限〕

一般型 余裕活用型事 業 の 種 類

事業目的の定款への記載
※社会福祉法人が緊急保育、リフレッシュ保育を実施する場合は、
 定款への記載が必要。

実 施 事 業 内 容

非定型的保育

緊急保育

リフレッシュ保育

保 育 の 実 施 場 所 その他（

事業を実施する曜日

実 施 時 間
平日 7 30 18 30 11 時間)

土曜 7 30 18 30 11 時間)

平日
7 00 7 30 0.5 時間)

延 長 時 間
（11時間を超える
時間帯のみ記入）

18 30 20 00 1.5 時間)

土曜
時間)

18

～ : : :

夜 間 一 時 保 育 時 間
平日

年齢区分 世帯階層
利用料（日額） 給食・

おやつ代

延長利用料
時間単位
利用料

: :

:

500 300 円/1h

非課税世帯等　※３ 円/日 500

※3.実施要綱第21条第1号に規定する世帯等

円/1h

３歳以上児
非課税世帯等　※３ 円/日 500 円/1h 円/1h

３歳未満児

500 160 円/1h

円/1h 円/1h

300上記以外の世帯 2,400 円/日

160 円/1h

　その他の保護者から徴収する実費及び備考

右欄には、上記のほか徴収する
実費分や、利用料を別の方法で
設定する場合に、その方法及び
利用料などを具体的に御記入く
ださい。

・半日料金（４時間）
・紙おむつ　：持参された分で足りなかった場合のみ
　　　　　　　１枚50円

上記以外の世帯 1,300 円/日

（ ） 印

※2
※2

※1

※1 専用保育室を有する場合は記入すること。

実施要項
第１号様式

「３か月」、「６か月」、「産休明
け」、「お座りができる」、「要
相談」など

一時保育を開始した当初の年月日

一時保育実施場所を含む
保育所全体の延べ面積

11時間までは日額を超
えることはできませ
ん。 11時間を超えた部
分のみ延長利用料の該
当時間になり ます。

半日（ ４ 時間） の料金が設定されてい
る場合は160円×４ 時間≠640円を超え
ていないか確認してく ださい。
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４　事業担当保育士の内容

人

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

） ）

( 年 月 ( 年 月

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

） ）

( 年 月 ( 年 月

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

） ）

( 年 月 ( 年 月

※事業担当保育士は１人以上置くこと。また、最低１人は有資格者であること。

５　非定型的保育の申込受付の単位

□ （最大で）ひと月先まで予約を受け付けている

□ （最大で）数か月先まで予約を受け付けている

□ （最大で）当該年度末まで予約を受け付けている

□ その他 ）

６　添付資料

（１） □ 建物その他の設備の図面

（２） □ 収支予算書および事業計画書

（３） □ 利用者向け案内又は料金表

（４） □
※4.

※5.

７　備考

氏 名

か月

職務の内容 職務の内容

勤 務 経 験

職 員 の 定 数

職務の内容 事業担当保育士 職務の内容

日取得） 日取得）

資格又は免許
の有無等

氏 名

資格又は免許
の有無等

種類（ 種類（

年 年

資格又は免許
の有無等

資格又は免許
の有無等

種類（ 種類（

日取得）

か月 勤 務 経 験

氏 名 氏 名

日取得）

年 か月

職務の内容 職務の内容

勤 務 経 験 年 か月 勤 務 経 験

氏 名 氏 名

【届出期限】新規に事業を開始する前月10日まで　　　　　【提出先】各区こども家庭支援課

年 か月

神奈川県又は横浜市に対して認可・確認のために既に提出済みの場合は、不要とする。

新規に事業開始となる場合に添付すること。（ ただし、インターネットを利用して内容を確認できる場合は、Ｕ
ＲＬ等を記載してください。）

⇒ＵＲＬ：

→ご記入ください（

→ご記入ください（ か月先まで）

資格又は免許
の有無等

資格又は免許
の有無等

種類（ 種類（

日取得） 日取得）

勤 務 経 験 年 か月 勤 務 経 験

※4

※5

１度登録すれば、年度末まで利用できるという意味ではありません。当月５日までに、翌月分の申込を開始
するなどの時は、「ひと月先まで」の単位となります。

☆収支予算書及び事業計画書については、新規に事業開始となる場合にのみ、添付してください。（ただし、

インターネットを利用して内容を確認できる場合は、ＵＲＬ等を記載してください。）

☆利用料以外に徴収する金額がある場合は、表面の利用料欄に記入していただくのと併せて、事前に利用者向

けにご案内していただくようにお願いします。

☆表に利用料以外の金額がある場合は、施設が作成する一時保育のご案内（リーフレット等）で事前に保護者

に案内できるようにしてください。作成したリーフレットがある場合は、実施届とともに提出をお願いします。
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第１号様式

　　年　　月　　日

横浜市長 ※太枠部分に記入・チェックをしてください。

印

１　申請者に関する事項

□ 法人

□ 学校法人 □ 社会福祉法人 □ 国立大学法人 □ 公立大学法人

□ 株式会社 □ ＮＰＯ法人 □ その他法人

□ 法人以外

□ 個人 □ 任意団体

〒　　　－　　　　

※　設置者又は経営者が株式会社、各種法人、任意団体の場合は、社名、法人名、団体名を記入してください。

２　確認を受けようとする施設・事業に関する事項

■ 一時保育事業

【裏面も記入して下さい】

事業開始（予定）
年月日

職名

　　　　年　　　月　　　日

設 置 者 ・
事 業 者 の
主 た る
事 務 所 の
所 在 地

施設・事業
の

種 類

　　年　　月　　日

フリガナ

氏名法人代表者

代表者
の住所

生年
月日

TEL： 　　－　　　－　　　　

昭和
平成

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

　子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２に基づき
以下のとおり関係書類を添えて申請します。

設 置 者 ・
事業者名※

設 置 主 体

施 　設　 名
（または氏名）

職　名・
施　設　長　名

所 在 地申 請 者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
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３　役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

※上記の表に収まらない場合、欄外に記載するか、別途書類を添付して下さい

４　誓約書

横浜市長

私は、以下の事項を誓約いたします

子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しません。

以上

　　年　　月　　日

所在地　　

施設名
(または氏名)

職名・施設長名 印

氏名
生年月日
（和暦）

住所

【参考】子ども・子育て支援法第58条の10第2項（抜粋）
　前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除
く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間
は、第五十八条の二の申請をすることができない。

誓約書

記
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第１号様式

　　年　　月　　日

横浜市長

印

１　申請者に関する事項

■ 法人

□ 学校法人 ■ 社会福祉法人 □ 国立大学法人 □ 公立大学法人

□ 株式会社 □ ＮＰＯ法人 □ その他法人

□ 法人以外

□ 個人 □ 任意団体

〒　　　－　　　　

※　設置者又は経営者が株式会社、各種法人、任意団体の場合は、社名、法人名、団体名を記入してください。

２　確認を受けようとする施設・事業に関する事項

■ 一時保育事業

【裏面も記入して下さい】

　　　　　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

　子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２に基づき
以下のとおり関係書類を添えて申請します。

設 置 者 ・
事業者名※

社会福祉法人　〇〇

設 置 主 体

施 　設　 名
（または氏名）

職名・代表者名

○○園

横浜市中区〇〇
所 在 地申 請 者

園長　横浜　太郎

横浜市西区〇〇

TEL： 　　－　　　－　　　　

昭和
平成

事業開始（予定）
年月日

職名

　　　平成　×　年　×　月　×　日

設 置 者 ・
事 業 者 の
主 た る
事 務 所 の
所 在 地

施設・事業
の

種 類

　×　年　×　月　×　日

理事長

フリガナ

氏名 無償　花子代 表 者

代表者
の住所

横浜市神奈川区〇〇
生年
月日

園名、園の所在地、園長名を
記入してください。

設置主体である学校法人又は社会福祉法人の
名前、所在地、代表者名を記入してください。

個人立の場合は個人名を記
入してください。

実施届に記載した事業開始日を記入してください

記入例
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４　役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

※上記の表に収まらない場合、欄外に記載するか、別途書類を添付して下さい

５　誓約書

横浜市長

私は、以下の事項を誓約いたします

子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しません。

以上

　　2019年　　7月　　〇日

所在地　　 横浜市中区〇〇

施設名 ○○園
(または氏名)

職名・代表者名 園長　横浜　太郎 印

【参考】子ども・子育て支援法第58条の10第2項（抜粋）
　前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除
く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間
は、第五十八条の二の申請をすることができない

港　一郎 昭和〇年〇月〇日 横浜市鶴見区〇〇

誓約書

記

氏名
生年月日
（和暦）

住所

法人に常勤の役員がいる場合は記入してください。
役員とは、議決・承認する権利を持った方を指します。
（評議員は除きます）

表面右上の「申請者」と同一です。
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４ 休日保育について 

 

★令和元年度現在の予定であり、令和２年度実施にあたり、詳細については変更となる可能性があ

ります。 

＜休日一時保育に関する事務と主要な変更点＞ 
 休日保育に関する事務 

支給方法（原則） 
従来通り半期ごと（上半期(４月～９月) 下半期(10 月～３月)）の実績に基

づく支給 

実績報告・請求書

の提出先 
こども青少年局 保育・教育運営課 

実績報告・請求書

の提出方法 

郵送により書類を提出 
【提出先】 
〒231-0015 横浜市中区尾上町１-８関内新井ビル 

横浜市こども青少年局 保育・教育運営課 休日一時保育事業助成金 担当 

支給関係以外の届

出書類の提出先 

実施届、変更届、障害児等受入加算申請書、特定子ども・子育て支援施設等
確認申請書（無償化に関する書類）等は、従来通り各区こども家庭支援課へ
提出。 
令和元年 10 月１日から幼児教育・保育の無償化が開始にともない、 
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書（無償化に関する書類）が必要に
なります。新規で実施する場合⇒実施届+確認申請書が必要です。 
なお、確認申請書はいったん提出いただければ休日一時保育を廃止しない限
り有効です。 

・休日保育を実施する施設・事業は、認可保育所・認定こども園（保育認定）・小規模保

育事業Ａ型及びＢ型・事業所内保育事業です。 
・休日とは日曜・祝日・年末年始とします。（この資料の「平日」には土曜日も含みます。） 
・令和２年度から休日一時保育を小規模保育事業も実施可能とします。。 

 
子ども・子育て支援新制度においては、児童の利用する曜日や時間帯によって、保育の

提供の仕方に差が生じないよう、休日の保育も従来の特別保育という位置づけから、通常
保育の加算分として整理・給付化がなされました。 
本市では、平成 28 年度より通常保育の加算分として「運営費の給付化による休日保育」

（以下「休日保育」）を行っています。 
また、特別保育の「休日の一時保育」（以下「休日一時保育」）についても、「休日保育」

とあわせて実施をお願いしたいと考えておりますので、「休日保育」と「休日一時保育」の
運営基準について以下のとおり、お示しします。 
 

令和２年度から開始の助成金の種類と内容（休日一時保育のみ） 

 多胎児等受入加算 （令和２年度から） 

多胎児と認められた児童（市内在住者に限る）の利用料を減免した額を加算します。 

※利用料全額減免です。 

多胎児受入加算の対象となるのは、多胎児児童のみです。多胎児のきょうだいは対象外です。 

多胎児児童であれば一人だけ預かる場合も対象となります。 

      また一月ごとの延べ利用児童数に応じて、次に掲げる額を加算とします。 

児童 1人あたり（日額） 

300円 

 ※多胎児受入加算の令和２年度からの開始により、後日要綱・様式を変更予定 
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１ 「休日保育」と「休日一時保育」の運営基準 

 休日保育 休日一時保育 

利用児童 ・２号または３号の支給認定を受けていて、平

日に認可保育所・認定こども園（保育利用）・

小規模保育事業Ａ型、Ｂ型、Ｃ型・家庭的保育

事業・事業所内保育事業（地域枠）を利用して

いる児童 

・左記に該当しない児童で、（１）～（３）に該

当する児童 
（１）仕事（就労・就学、職業訓練など）の都

合により、休日に保育が必要 
（２） 病気や怪我、入院、冠婚葬祭への出席な

ど、やむを得ない理由により、緊急一時的に休

日に保育が必要 
（３）保護者の育児疲れの解消を図るため、休

日に保育を必要 
なお、左記に該当する児童でも、平日の要件

と異なる要件で休日の保育を利用する場合は

休日一時の利用となります。 
利用要件 ・休日に保育を必要とすることとします。（平

日の要件と同じとします。平日の要件以外は

一時保育とします。） 

・主に、支給認定を受けていない児童で休日に

非定型就労、緊急、リフレッシュ保育を必要と

することとします。 

開所時間 

、開所日 

・11時間以上開所とし、各施設で定めます。 

・保育時間（８時間）と保育時間（11時間）を定めます。 

・原則、すべての日・祝日・年末年始とします。 

ただし、行事等で受入が困難な場合、あらかじめ申出し、利用月の２か月前までに市民に周

知をした日に限り、休日の保育を実施しないことができるものとします。 

利用料 ・通常の利用料に含まれるものとします。（休日

給付の追加利用料はかかりません。） 

・８時間認定及び 11 時間認定児童が認定時間

を超えて利用する場合は延長保育料の徴収を可

能とします。 

・休日一時の利用料の徴収を可能とします。 

・基本保育時間を超える時間の利用は延長保

育料の徴収をします。 

・キャンセル料をとることも可能とします。 

保育士配

置 

・平日の保育と同様の市基準の保育士配置を満

たすこととします。 

（平日の乳児の利用定員が４名以上の施設にお

いては看護師、保健師、准看護師も可とします。） 

なお、開所時間中に子どもがいない場合には、

必ずしも基準の保育士配置は必要ないものとし

ます。ただし、子どもが登園した時点で市基準

の保育士配置がとれるようにしておくこととし

ます。 

 

・必要となる保育従事者の 1/2 以上かつ最低

１名は、保育士で可能とします。ただし、保

育士資格のない保育従事者は子育て支援員研

修の受講が必要です。 

週７日目

利用 

・週６日利用とします。 

・やむを得ず利用する場合は、休日一時として

週７日目利用を可能とします（この場合は利用

料がかかります）。 

・週７日目の利用も可とします。 

給食の提

供 

・給食の実施。ただし、保護者の同意を得て弁

当持参も可能とします。 

・給食の実施。その場合は別途給食代の徴収

を可とします。ただし、保護者の同意を得て

弁当持参も可能とします。 
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 休日保育 休日一時保育 

申込み方

法 

・平日利用の施設をとおして申出し、その後保

護者が直接施設へ申込みます。 

・利用登録後に、利用申込みが必要です。 

・休日保育実施施設へ直接申し込みます。 

・利用登録後に、利用申込みが必要です。 

利用決定 ・市が示すガイドラインにより、施設が利用を

判断します。 

 

・各施設が利用を判断します。 

 

必要書類 

 

 

 

 

 

・休日保育利用登録申請書 

・休日保育児童状況確認書（児童の普段の様子

を記入） 

・休日就労（予定）証明（申告）書 

・支給認定証の写し 

・休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書 

・児童家庭状況調書 

・利用確認書（平日利用施設の在園証明） 

 

申込期日 

 

 

・全施設、申込期日を統一とします。原則、利

用月の前月の１０日まで、１０日以降空きがあ

れば随時申込みを可能とし、期日は各施設で定

めます。（申込み締切日以降は、保育士の配置等

の対応ができない場合は受入を断ることができ

ることとします。） 

・原則利用日の７日前まで。申込開始日は各

施設で定めます。 

利用定員 ・施設ごとに利用定員を設定します。 

 ただし、○名程度とし、日によって受入人数

が異なることも可とします。 

・利用定員は設定しません。 

２ 休日保育（「休日保育」と「休日一時保育」）運営費のモデル試算 

＜休日保育＞ 

【試算条件】保育所を例とする。 

 開所日数 6日／月  72日／年間  開所時間 11時間 

加算率（各施設の保育士等の平均勤務年数等により決定される） 10％  

 休日給付受入児童数 5人／日  360人／年間延べ利用子ども数   

施設の各月初日の平日利用子ども数 100人（休日等に保育を利用しない子どもを含む） 

  ※本試算では便宜的に、施設の各月初日の平日利用子ども数を毎月 100人と仮定しています。 

 

【公定価格の休日保育加算試算】 

※この単価は令和元年度の単価であり、令和２年度の単価は変更となります。 

 月額 353,800（単価） ＋（3,530（処遇改善等加算）×10（加算率10％ ※加算額は、加算率

（％）に100を乗じて得た額とされているため“10％”は数式上“×10”となります）） 

= 389,100円 

389,100円÷100人（※） ＝3,890円（10円未満端数切捨て） 

※当該施設の各月初日の平日利用子ども数で除して得た額を子ども１人当たりの加算額とします。

（10円未満端数切捨て） 

 月額 3,890円×100人＝389,000円（月額運営費） 

 年額 389,000円×12か月＝4,668,000円（年額運営費） 

公定価格の休日保育加算に加え、市独自助成として平日同様の市配置基準を確保するための加算

や自園調理の実施をしている場合の加算や障害児等を受け入れる場合の加算があります。 

また、延長保育を実施している場合の助成もあります。 
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（参考）公定価格の休日保育加算単価表 

休日保育の年間延べ

利用子ども数（人） 

単価 

（ 円 / 月

額） 

処遇改善等 

加算（円/月額） 

休日保育の年間延べ 

利用子ども数（人） 

単価 

（円/月額） 

処遇改善等 

加算（円/月額） 

 ～ 210 262,000  2,620 ×加算率 630 ～ 699 500,800  5,000 ×加算率 

211 ～ 279 280,300  2,800 ×加算率 700 ～ 769 537,600  5,370 ×加算率 

280 ～ 349 317,100  3,170 ×加算率 770 ～ 839 574,300  5,740 ×加算率 

350 ～ 419 353,800  3,530 ×加算率 840 ～ 909 611,100  6,110 ×加算率 

420 ～ 489 390,600  3,900 ×加算率 910 ～ 979 647,800  6,470 ×加算率 

490 ～ 559 427,300  4,270 ×加算率 980 ～ 1,049 684,600  6,840 ×加算率 

560 ～ 629 464,100  4,640 ×加算率 1,050 ～  721,300  7,210 ×加算率 

 

＜休日一時保育＞ 

※ここでの単価は、市会での議決を経て確定します。 

 

【試算条件】 

 開所日数 6日／月   72日／年間  開所時間 11時間   

 休日一時保育受入児童数 3人／日   

216 人／年間延べ利用子ども数（内訳 3歳未満 108 人、3歳以上 108 人）   

 

【運営費試算】 
基本分       1日 28,570×72日＝2,057,040円（年額）（Ａ） 

 
利用児童加算 3歳未満 5,930×108人＝640,440円 

        3歳以上 2,820×108人＝304,560円 

                 合計 945,000円（年額）（Ｂ） 
 
利用料収入（8時間（3歳未満：3,300円  3歳以上:1,800円）＋延長保育 3時間（3歳未満： 

1時間 420円 3歳以上:1時間 230円）＝11時間で試算） 

3歳未満 4,560×108人＝492,480円 

        3歳以上 2,490×108人＝268,920円 

                 合計 761,400円（年額）（Ｃ） 
 総合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 3,763,440円（年額） 
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休日保育の利用方法 
 

休日保育の利用については、事前に利用登録を行い、休日保育実施施設で利用要件・優先順位を判断し

ます。事前登録後、実際に利用する際は、月毎に申込みを行い、休日保育実施施設で受け入れの判断を行

います。 

 
１ 事前に休日保育実施施設へ利用登録をします。 

休日保育実施施設において、以下の休日保育利用の判断方法（ガイドライン）を基に受け入れの優先順位を

判断します。 

 

休日保育利用の判断方法（ガイドライン） 
 

利用希望が多く、申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、毎月受入れの判断を行いま

す。以下のとおり休日保育の必要性を判定し、受け入れを判断します。 

 

＜前提条件＞ 

・休日等に保育が必要な要件が、平日の要件と同じであること。（要件は支給認定証・休日就労証明書等で確

認する） 

・どの要件でも、休日等に１日４時間以上保育を必要とすること。（この前提条件に合致しない場合は、休日

の一時保育の扱いとする。） 

 

（１）優先順位の判断 

優先順位①～③を判断します。父、母で優先順位が異なる場合は、低い順位を適用します。 

ただし、下位順位の人が、上位順位の人を超えて受入決定されることはありません。 

 

優先順位①（定期：毎月利用） 

    年間を通じて、毎月休日等に保育が必要な児童。 

    例：・毎週月火が固定で休み、水～日が就労等で、毎月休日等に保育が必要。 

       ・曜日に関係なく、シフト勤務があり、毎月休日等に保育が必要。 

 

優先順位②（定期：毎月以外） 

毎月ではないが、年間を通じて休日等に保育が必要な児童。 

   例：・４～６月と９～10月のみ休日等に就労等で保育が必要。 

 

   優先順位③（不定期） 

上記優先順位①②以外で＜前提条件＞を満たす児童。 

 

（２）優先順位が並んだ場合の判断 

（１）で優先順位が並んだ場合は、以下の「視点」で受け入れを判断します。どの視点を優先するかは施設

で定めます。（利用登録申請受付時に申請者へ事前に説明します。必要に応じて、休日保育実施施設と休日

保育実施施設所在区は情報共有します。） 

 

【 視 点 】 

・月の利用日数が多い世帯優先  ・一日の就労時間が多い世帯優先 

・父母両方に要件がある世帯優先 ・ひとり親世帯優先 

・生活保護世帯優先       ・きょうだい同時の申込み世帯優先 

・在園児童優先         ・市内在住児童優先 

・居宅外労働優先        ・確実に利用する世帯優先（当日キャンセルの防止） 

・その他施設が休日保育の必要性が高いと判断した場合（事前に区と調整すること） 

 

※事前の連絡のないキャンセルや正当な理由なくキャンセルが続く場合は、次の利用時の優先順位が下がる

場合があります。 

 

２ 事前登録後、利用する際は、毎月休日保育実施施設へ申し込みをします。 

  申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、事前登録でつけた優先順位を基に、受け入

れの判断を行います。 
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令和２年度休日保育の利用に関する依頼事項について 

 

子ども・子育て支援新制度においては、児童の利用する曜日や時間帯によって、保育の提供の仕方に

差が生じないよう、休日の保育も従来の特別保育という位置づけから、通常保育の加算分として整理・

給付化がなされました。 

本市では、平成 28年度より通常保育の加算分として「運営費の給付化による休日保育」（以下「休日

保育」）を行っています。 

また、特別保育の「休日の一時保育」（以下「休日一時保育」）も実施しています。 

 

平日（月～土曜日）に施設・事業を利用している児童が休日保育の利用を希望する場合は、休日保育

利用希望児童が平日に利用している施設・事業（以下「平日利用施設」）へ、以下の書類の作成や確認

をお願いしますので、御協力をお願いします。 

 

１ 休日保育利用希望保護者への周知について 

  別添「令和２年度休日保育・休日の一時保育の利用案内」を掲出するなど、施設・事業所での周知

をお願いします。 

  また、平日の利用要件と同じ要件で休日保育を希望する方へ利用の手続き方法などの説明をお願い

いたします。 

※「休日保育」の対象か「休日の一時保育」の対象かについては、別添「利用案内」の５ページに確

認方法がありますので、そちらで確認のうえ、間違いのないようご案内ください。 

 

２ 休日保育児童状況確認書の作成について 

  休日保育実施施設が平日利用施設での休日保育利用児童の様子を事前に把握し、休日の保育の際に

参考にするため、「休日保育児童状況確認書」の作成をお願いいたします。 

  休日保育利用希望児童の保護者から「休日保育児童状況確認書」の作成依頼があった場合は、必要

事項をご記入のうえ、保護者へお渡しください。 

「休日保育児童状況確認書」の内容に変更がない限りは、年度に１回の作成となります。 

 

３ 代替休日取得状況の確認について 

  休日保育を利用する際は、原則給付の範囲内（週６日）での利用となるため、平日に施設を利用し

ない日（＝代替休日）を設けていただきます。 

  休日保育利用希望児童の保護者から「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」の確認依頼が

あった場合は、必要事項をご記入のうえ、保護者へお渡しください。 

「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」は、利用申込みの際に毎回提出していただくもので

す。 

※休日保育実施施設から申出書の内容について確認させていただく場合がありますので、平日の利用

施設・事業所は、申出書の写しを保管してください。 

 また、代替休日を設けなくなり、週７日の利用となる場合には、休日保育実施施設への連絡をお願

いします。※連絡方法、連絡時期などの詳細は別紙のとおりです。 

 

４ 休日一時保育利用確認書の確認について 

休日一時保育については、現行どおりの取り扱いと変更はありません。 

休日一時保育利用希望児童の保護者から「休日一時保育利用確認書」の確認依頼があった場合は、

必要事項をご記入のうえ、保護者へお渡しください。 

「休日一時保育利用確認書」の内容に変更がない限りは、年度に１回の作成となります。 

 

５ 食物アレルギーや障害児等受入加算の支給状況等の確認について 

休日保育利用希望児童の食物アレルギーによる除去食対応等の有無や障害児受入加算の支給状況

等について、休日保育実施施設から平日利用施設へ確認をさせていただく場合がありますので、御協

力をお願いいたします。 
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令和２年度休日保育の代替休日取得状況の確認について 

 
 

  休日保育を利用する際は、原則給付の範囲内（週６日）での利用となるため、休日保育利用希望児

童には、平日（月～土曜日）に施設を利用しない日（＝代替休日）を設けていただきます。 

  代替休日の取得状況について、以下のとおり御協力をお願いします。 

 

 

１ 「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」の確認について 

 

休日保育利用希望児童の保護者から「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」の確認依頼が

あった場合は、必要事項をご記入のうえ、保護者へお渡しください。 

「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」は、利用申込みの際に毎回提出していただくもので

す。 

※休日保育実施施設から申出書の内容について確認させていただく場合がありますので、平日の利用

施設・事業所（以下「平日利用施設」）は、「申出書」の写しを保管してください。 

 
２ 休日保育実施施設と平日利用施設の連携について 

   

 （１）休日保育実施施設から平日利用施設への休日保育利用決定児童の連絡（随時連絡）について 

  休日保育実施施設は、平日に他施設・事業を利用している児童の休日保育の利用を決定した場合は、

利用決定した児童の平日利用施設へ連絡をお願いします。 

  また、休日保育の利用のキャンセルがあった場合も同様に平日利用施設へ連絡をお願いします。キャ

ンセルの連絡については、事後の連絡となる場合も平日利用施設へ連絡してください。 
 
（２）平日利用施設から休日保育実施施設への代替休日未取得の連絡（随時連絡）について 

  平日利用施設は、休日保育実施施設から休日保育利用決定連絡のあった児童が代替休日を設けなくな

り、週 7日利用となった場合は、休日保育実施施設へ連絡をお願いします。 
  ※代替休日を取得する「曜日」が変更になった場合の連絡は不要です。 
 
（３）平日利用施設から休日保育実施施設への代替休日取得状況の実績報告（月１回）について 

  平日利用施設は、休日保育実施施設へ休日保育利用決定児童の代替休日取得状況の実績報告をお願い

します。 
  「代替休日取得状況実績報告書」を作成し、平日利用施設の児童が休日保育を利用した月の翌月の７

日までに、原則郵送で休日保育実施施設へ送付してください。 
  「実績報告書」の送付方法は、休日保育実施施設と調整し、確実に受け取りができる方法で送付して

ください。 
 

別紙 
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　授乳一日　　　回　　使用粉乳名（　　　　　　　　　　　　　　　）　夜間授乳（　する　・　しない　）

　量（１回　　　　　　　　　）　　離乳食（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　自分で食べる（　スプーン　　フォーク　　はし　）　食事量（　多い　　普通　　少ない　）

　好きなもの（　　　　　ハンバーグ　　　　　）　嫌いなもの（　　　　　ピーマン　　　　　）

　（起床 ７ 時　・　就寝 ９ 時）　午睡（　午前　・　午後　・　する　・　時々する　・　しない　）

遊
　
　
び

　○○○

　好きなおもちゃ（具体的に記入してください）

　好きな遊び（具体的に記入してください）

　友達と遊ぶ　　一人で遊ぶ　　大人と遊ぶ

性　格

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　かけっこ　積み木

　積み木

　手洗い（　自分でできる　・　できない　）　　洗顔（　自分でできる　・　できない　）

　うがい（　できる　・　できない　）　　歯みがき（　する　・　しない　）

　鼻（　かめる　・　かめない　）　　　　服のよごれ（　気にする　・　気にしない　）

　自分で（　着られる　・　着られない　・　脱げる　・　脱げない　）

　寝つき（　良い　・　悪い　）　　ねぐせ（　横むき　・　うつぶせ　・　あおむけ　）

　ひとり　・　添い寝　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　オムツ（　している　　　寝る時だけする　　していない・　２歳　　６か月頃から）

　大便（　自分でできる　（　トイレ　・　オマル　）　・　できない　）　下痢症　　普通　　便秘症

　着脱する気がある　　・　　ない　　　　　　　　　着せてもらいたがる

　小便（　自分でできる　（　トイレ　・　オマル　）　・　できない　）　近い　　普通　　遅い

　後しまつ（　一人でできる　　できない　）

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生
　
　
活

着脱

排泄

食
事

乳児

幼児

睡眠

清潔

平日利用している施設・事業所で記入してください。

お子さんを事前に把握し、初対面で慣れない時に参考にするなど、お子さんと関わる資料に使います。

平日利用している施設・事業所で障害児等受入加算の支給対象の場合は、備考欄の□にレ点を記入してください。

休日保育終了後は、休日保育実施施設で破棄します。

施設等名　〇〇保育園
施設等

電話番号 △△△-〇〇〇-××××

（記入日）　　〇 年　〇　月　△　日

【平日利用施設　→　保護者　→　休日保育利用施設】第２号様式

食物アレルギーの生活
管理指導表の有無 あり　　　　・　　　　なし

※「食物アレルギーの生活管理指導表の有無」欄が「あり」の場合は、食物アレルギーの「生活管理指
   導表」の写しを添付してください。

愛称　　△△

備　考 　■障害児等受入加算の支給対象

担任保育士等が記入してください。　あてはまる項目に「〇」をつけてください。

※食物アレルギーの原因食物は必ずご記入ください。

原因食物：牛乳・乳製品、小麦

気になる点
特に伝えたい事

休日保育　児童状況確認書

児童氏名　○○　○○　　　　　　　（ ４ ）　歳 性別　男・女
生年月日

　　　　　○　　年　　○　　月　　○　　日
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27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

上記の児童について、保護者からの申出に基づき、代替休日取得状況を確認しました。

平日の利用施設・事業所の施設長　　　　　　　　　　　　　　　　 印

※この申出書の記載内容について、平日の利用施設・事業所は何らの法的責任を負うものではないことを申し添えます。

△
〇

8：30～18：30

日

△

※休日保育の利用希望日に「〇及び利用希望時間」、代替休日日に「△」をご記入ください。

※月～土曜日に代替休日日を設けない（週７日の利用となる）場合は利用料がかかります。当初代替休日日を設けると申出し、
その後代替休日日を設けなくなり、週７日の利用となった場合も同様です。当初の申出内容が変更となった場合は、お早めに平
日利用施設、休日保育利用施設両方に申し出てください。

第２週

月 火 水 木

○○　■■

■  休日保育を利用した場合、代わりに月～土曜日に保育を利用しない日を設けます。

　○　年　４　月分

△

第５週

△

〇

8：00～19：00

〇

〇

〇

8：00～19：00

次のとおり、利用を申込みます。      　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

9：00～18：00

【保護者】

※□欄は、該当する項目にチェックを入れてください。

利   用   方   法

⇒利用料がかかります。

⇒利用料はかかりません。

⇒平日の利用施設から確認を受けた「代替休日取得状況申出書」を添付してください。

□  休日保育を利用した場合、代わりに月～土曜日に保育を利用しない日を設けません。

土

施設電話番号：　０４５－〇〇〇－×××× クラス：　〇歳児クラス （平成27年４月２日入所）

8：00～19：00

第４週

第１週

△

○○保育園　

※左上の□に日にちを記入してください。

休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書（４月分）

※保育実施の必要上、お子さまが在籍中の保育所等に対して、直近の保育状況等の照会や、休日中の保育状況についての情報提
供を行うことがあります。このことについて保護者は、この申込書の提出をもって同意したものとみなします。

児　童

ふりがな　　○○　○○

支給認定証番号：　123456789123

申込児童との続柄　父氏名　○○　○○

〒111-1111

住所　横浜市○○区××町１－1

　〇　年　〇　月　〇　日

金

第３週

【保護者（代替休日取得状況は平日利用施設から確認を受ける）→休日保育利用施設】第４号様式

※休日保育実施施設から申出書の内容について確認させていただく場合がありますので、平日の利用施設・事業所は、申出書の写し を保
管してください。

電話番号　 〇〇〇－××××－△△△△（父携帯）

利用可否の
連絡先

施設長  様

平日の利用施設・
事業所等

　男　・　女　　 （ 　○　年　〇　月　○　日生）氏　名       ○○　○○

□家庭的保育事業　　　　□事業所内保育事業　　　　□居宅訪問型保育事業

施設名：   ▲▲保育園 住所：  横浜市〇〇区1-1

■保育所　　　　□認定こども園（２・３号）　　　　□小規模保育事業

〇〇〇－××××－△△△△（母携帯）

〇〇印
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第４号様式（裏）

（３）平日利用施設から休日保育実施施設への代替休日取得状況の実績報告（月１回）に
　　　ついて
　
　　　平日利用施設は、休日保育実施施設へ休日保育利用決定児童の代替休日取得状況の
　　実績報告をお願いします。
　　「代替休日取得状況実績報告書」を作成し、平日利用施設の児童が休日保育を利用し
　　た月の翌月の７日までに、原則郵送で休日保育実施施設へ送付してください。
　　「実績報告書」の送付方法は、休日保育実施施設と調整し、確実に受け取りができる
　　方法で送付してください。

＜平日利用の施設の方へ＞
１「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」の確認について

　　休日保育利用希望児童の保護者から「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」の
　確認依頼があった場合は、必要事項をご記入のうえ、保護者へお渡しください。
　「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」は、利用申込みの際に毎回提出していた
　だくものです。
　
　※休日保育実施施設から申出書の内容について確認させていただく場合がありますので、
　　平日の利用施設・事業所（以下「平日利用施設」）は、「申出書」の写しを保管してく
　　ださい。

２ 休日保育実施施設と平日利用施設の連携について

（１）休日保育実施施設から平日利用施設への休日保育利用決定児童の連絡（随時連絡）
　　　について
　
　　　休日保育実施施設は、平日に他施設・事業を利用している児童の休日保育の利用を
　　決定した場合は、利用決定した児童の平日利用施設へ連絡をお願いします。
　　　また、休日保育の利用のキャンセルがあった場合も同様に平日利用施設へ連絡をお
　　願いします。キャンセルの連絡については、事後の連絡となる場合も平日利用施設へ
　　連絡してください。

（２）平日利用施設から休日保育実施施設への代替休日未取得の連絡（随時連絡）につい
　　　て
　
　　　平日利用施設は、休日保育実施施設から休日保育利用決定連絡のあった児童が代替
　　休日を設けなくなり、週７日利用となった場合は、休日保育実施施設へ連絡をお願い
　　します。
　
　　※代替休日を取得する「曜日」が変更になった場合の連絡は不要です。
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施設・事業所名　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

9：00～18：00

第４週 〇
△ 8：00～19：00

△

この申出書の記載内容について、貴施設・事業所は何らの法的責任を負うものではないことを申し
添えます。

第５週 〇
△ 8：30～18：30

日

休日保育実施施設長　様

第１週 〇
△ 8：00～19：00

第２週 〇
△ 8：00～19：00

第３週

※左上の□に日にちを記入してください。

△
〇

 　○　年　４　月分

月 火 水 木 金 土

【平日利用施設　→　休日保育利用施設】第５号様式

休日保育の利用日に「〇」、代替休日日に「△」をご記入ください。
代替休日を取得しなかった日に「×」をご記入ください。
※月～土曜日に代替休日日を設けない場合は利用料がかかります。

（平日利用施設）

○○保育園

△△　□□

○○○－×××－△△△△

　「休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」の「代替休日取得状況」が変更となり、月～土曜日に代替休日を設けなくなった場
合は、平日利用施設が以下について記入し、休日保育利用施設へ送付してください。

児童氏名　○○　○○　　　 　　（ ３ ）　歳 性別　男・女
生年月日

　　　　　Ｈ ○ 年 ○ 月 ○ 日
平日利用する施設等

名 　　○○保育園

以下の児童について、代替休日取得状況について、報告します。

代替休日取得状況実績報告書（４月分）
　〇　年　〇　月　〇　日
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横浜市休日一時保育事業実施施設　施設長様

　下記児童が、現に当保育所等を利用していることを確認いたします。

<記入上の注意>

・ ご記入の際は、黒のボールペン又は万年筆をお使いください。

・

・

・

・

　

・

・

上記児童の利用状況について、休日一時保育事業実施施設、横浜市の各福祉保健セン
ター又は横浜市こども青少年局保育・教育運営課から、この確認書に基づき、貴保育
所等に上記児童の利用状況の確認を行うことがありますので、ご協力をお願いしま
す。

この確認書の記載内容について、貴保育所等は何らの法的責任を負うものではないこ
とを申し添えます。

備考 □障害児等受入加算支給対象

利用期間欄には、施設・事業利用調整結果通知書に基づいた利用期間を記入してくだ
さい（幼稚園については、給付対象施設のみ）。

確認日（記入日）欄には、利用登録しようとする児童が利用している保育所等の施設
長又は設置者がこの用紙に記入した日付を記入してください。

確認者（施設長）欄には、利用登録しようとする児童が利用している保育所等の施設
長又は設置者の氏名を、当該施設長又は設置者の自署で記入してください。

上記児童が障害児等受入加算の支給対象者の場合は、備考欄の□にレ点を記入してく
ださい。（横浜市外の認可保育所等の場合は、記入不要です。）

児 童 氏 名 □□　○○

利用期間 令和２年４月１日　～　令和３年３月31日

確 認 日
（記 入 日） 令和2年4月1日

確 認 者
（施 設 長） ○○　○○

施設長氏名 ○○　○○

施設種別
■保育所　　　　□認定こども園　　　　□幼稚園
□小規模保育事業　　　　□家庭的保育事業
□事業所内保育事業　　　□居宅訪問型保育事業

フリガナ □□　○○

利用確認書

施設所在地 横浜市○○区×町□－□

施 設 名 称 □□保育園

電 話 番 号 □□□－△△△－×××

印○○印
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そ の 他

実 施 施 設

　休日保育と休日の一時保育の両方を実施している施設、休日保育のみ実施している施
設、休日の一時保育のみ実施している施設があります。詳細は６～８ページ「実施施設の
ご案内」をご覧ください。

　日曜・祝日（振替休日を含む）・年末年始（12月29日～１月３日）※

開 所 時 間

　施設により、開所時間は異なります。延長保育を実施している施設もあります。
　６～８ページ「実施施設のご案内」をご覧ください。

　子ども・子育て支援新制度における２号または３号の支給認定を受け、平日（月～土曜
日）に、認可保育所・認定こども園（保育所利用）・小規模保育事業Ａ型、Ｂ型、Ｃ型・
家庭的保育事業・事業所内保育事業（地域枠）を利用していて、休日等に保育が必要な小
学校就学前のお子さま。

　※行事等で休日保育や休日の一時保育が実施できない場合は事前にお知らせします。
　　詳しくは各施設へご確認ください。

　小学校就学前のお子さまで、下の(1)～(3)のいずれかに該当する方がご利用いただけま
す。
　(1) 原則、休日保育の対象となるお子さま以外で、お仕事（就労・就学、職業訓練
　　　など）の都合により、休日等の保育が必要となるお子さま

　(2) 病気や怪我、入院、冠婚葬祭への出席など、やむを得ない理由により、緊急一
　　　時的に休日等に保育が必要となるお子さま

ご利用いただける方

●休日保育

■休日の一時保育

　(3) 保護者の育児疲れの解消を図るため、休日等に保育を必要とするお子さま

保育を行う休日等

※平日の利用理由と休日の利用理由が異なる場合は、休日の一時保育の利用となります。
　この場合は利用料がかかります。

※休日保育の対象となるお子さまでも、利用を希望する施設が休日保育を実施していない
　場合は、休日の一時保育の利用となります。この場合は利用料がかかります。

　初めての利用の場合は、お子さまの様子をお伺いしますので、原則お子さま同伴での面
談を行います。

　お子さまの送迎について、施設ではお子さまの送り迎えはいたしません。保護者の方が
責任を持って、お子さまの送り迎えをお願いします。

　お子さまの状況により、慣らし保育を行う場合があります。

※必要書類などは、次のURLからダウンロードできます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/unei/kosodate/kyuujitsu.html

●休日保育　■休日の一時保育

●休日保育　■休日の一時保育

お仕事の都合などにより、日曜や祝日にご家庭でお子さまの保育ができない
ときは、保育園でお子さまをお預かりする「休日保育」・「休日の一時保育」
をご利用ください。＿
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※申込締切日以降でも、受け入れ人数に空きがある場合は休日保育を利用できる場
合があります。申込締切後の利用については、各施設へお問い合わせください。

※利用決定日までに、施設から利用決定の連絡がない場合は、休日保育の利用は
できません。（利用できる方からのキャンセルがあった場合は、利用決定日以降
にご利用を保留・お断りした方へ施設からご連絡する場合があります。）

　休日保育を利用した場合、代わりに月～土曜日に利用している施設を利用しな
い日を設ける場合は利用料がかかりません。(週６日の保育利用）
　設けない場合は「休日の一時保育」と同様の利用料がかかります。
　また、延長保育を利用する場合は、延長保育の利用料（ガイドライン　８０円
／３０分、おやつ代１２０円／１回、夕食代３７０円／１回）がかかります。
※保育短時間認定のお子さまで、施設が定める保育時間（８時間）を超える時間
帯を利用する場合は、「延長保育」となります。

利　用　料

年齢区分
基本保育時間（８時間）※

給食・おやつ代
(カッコ内は６時間以内の利用の場合)

■休日の一時保育

休日の一時保育利用料等（ガイドライン）

　ご利用になりたい日の７日前までに、施設にお申込みください。
　※利用を辞退される場合は、利用日の３日前までに必ず施設に申し出てください。
　※年末年始に限っては、最大14日前が利用申請締め切りになります。
　（各施設により締め切り日が異なります。）

３歳未満児 ３,３００円 （４２０円／１時間）

１,８００円 （２３０円／１時間） ２３０円／１時間

４２０円／１時間

３歳以上児

基本保育時間を超える
時間帯を利用する場合

　利用料等は、直接、施設にお支払いください。なお、無断、又は利用日３日前
を過ぎてからのキャンセルについては、キャンセル料がかかります。

●休日保育

※ 横浜市在住の被保護世帯、前年度の市民税が非課税の世帯及び寡婦（夫）控除のみなし適
用に関する非課税相当の方、及び多胎児については、利用料が全額減免となります（給食･
おやつ代は除く)｡非課税相当に関する証明書類（保護証明書、保護（開始）決定通知書、
生活保護費支給証、市民税・県民税（非）課税証明書、横浜市寡婦（夫）控除のみなし適
用通知書など）多胎児減免対象に関する証明書類（母子手帳・住民票等）を利用日前また
は利用日当日に保育所に提出してください。

※ 年齢区分は、当該年度初日の前日における満年齢となります（同一年度中は同じ
年齢区分となります）。

※

利用申込締切日等

●休日保育　2020年度

利用月
４
月

５
月

申込締切日 3/10

10
月

11
月

12
月

６
月

４００円／１回

給食・おやつ代には、午後６時30分を超えて利用する児童に係る夕おやつ又は夕
食代を含みません。

6/15 9/15

３
月

７
月

８
月

１
月

２
月

９
月

11/10 12/104/10 5/11 6/10 7/10 1/12 2/10

利用決定日 3/16 4/15 5/18 10/19 11/16

8/11 9/10

※土日・祝日は除きます。

1/18 2/16

※利用を辞退される場合は、お早めに施設に申し出てください。遅くとも、利用
日の３日前までに必ず施設に申し出てください。事前の連絡のないキャンセルや
正当な理由なくキャンセルが続く場合は、次回の利用時の優先順位が下がること
があります。

■休日の一時保育

7/15 8/17 12/15

10/12

※休日保育の優先順位に応じて、利用できる方を決定し、利用決定日までに連絡
します。
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利 用 方 法

１　利用登録の手続き（年１回）

３　利用の可否

１　利用登録の手続き

　平日に利用している施設へ休日保育利用希望について、伝えます。
「①休日保育利用登録申請書」・「②休日保育児童状況確認書」・「③休日の保育が必要なことを証明
する書類（「休日就労（予定）証明（申告）書」等）」・「支給認定証の写し」を利用したい施設にご
提出ください。また、初めての利用登録の場合は、お子さまの様子をお伺いしますので、原則お子さま
同伴での面談を行います。面談の実施方法などは各施設で異なります。なお、緊急の場合は各施設にご
相談ください。

●休日保育

　お子さまが身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている場合や判定機関等を利用している場合は、
受入体制を整える必要があるため、施設にお話しください。また、各手帳の写しをいただく場合があり
ますのでご了承ください。

２　利用の申込み（利用希望する月ごと）
　「利用申込締切日等」をご確認のうえ、「④休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」を利
用したい施設にご提出ください。利用の月ごとに申込みが必要です。

　　お申込み内容の確認が済み次第、施設からご利用の可否をお知らせします。
３　利用の可否

　お子さまが身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている場合や判定機関等を利用している場合は、
受入体制を整える必要があるため、「児童・家庭状況調書」の備考欄に記入していただくか、施設にお
話しください。また、各手帳の写しをいただく場合がありますのでご了承ください。

２　利用の申込み

　受け入れ人数が限られているので、ご利用を保留とさせていただいたり、要件を満たさ
　ない場合にはご利用をお断りすることがあります。

　お申込み内容を確認し、休日保育の優先順位に応じて、利用できる方を決定し、利用決定日まで
に連絡します。利用決定日までに、施設から利用決定の連絡がない場合は、休日保育の利用はでき
ません。
　受け入れ人数が限られているので、ご利用を保留とさせていただいたり、要件を満たさない場合
にはご利用をお断りすることがあります。
（利用できる方からのキャンセルがあった場合は、利用決定日以降にご利用を保留・お断りした方
へ施設からご連絡する場合があります。）

※４月の利用を希望される方については申込締切日までの期間が短いことから、「②休日保育児
　童状況確認書」、「③休日就労（予定）証明（申告）書」、「支給認定証の写し」、「代替休日
取得状況の確認」が申込締切日までに間に合わない場合は、初回の休日保育利用日までに提出して
ください。

　「児童・家庭状況調書」をご記入のうえ、利用したい施設にご提出ください。また、初めての利用登
録の場合は、お子さまの様子をお伺いしますので、原則お子さま同伴での面談を行います。面談の実施
方法などは各施設で異なります。なお、緊急の場合は各施設にご相談ください。

　「利用申込締切日等」をご確認のうえ、各施設の定める方法により、お申込みください。

■休日の一時保育

　「④休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」は平日利用している施設へ「平日にお休みする日
（＝代替休日）」を申出し、「申出書」に確認を受けてください。代替休日を設けない場合は、原則利
用ができません。緊急等やむを得ない場合は休日の一時保育の利用となり、利用料がかかります。

※利用決定後に、代替休日日が変更になった場合はお早めに平日利用している施設へ申し出てくださ
　い。代替休日日を設けない場合は、原則利用ができません。緊急等やむを得ない場合は休日の一時保
育の利用となり、利用料がかかります。

※申込締切日以降でも、受け入れ人数に空きがある場合は休日保育を利用できる場合があります。申込
　締切後の利用については、各施設へお問い合わせください。
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休日の一時保育の利用手続きの流れ休日保育の利用手続きの流れ

平日に利用している施設へ休日保育利

用希望について、伝えます。

休日保育実施施設や市ＨＰ、区役所から

「休日保育利用登録申請書」等、利用登

録・利用申込みに必要な書類を受け取りま

す。

⇒必要な書類は、３ページをご覧ください。

１．利用登録（年１回）

【保護者から休日保育実施施設へ】

申込締切日までに、利用を希望する

施設へ直接申し込みます。

「申込締切日」は、２ページをご覧く

ださい。

※２の利用申込と同時も可能です。
※利用登録は要件等に変更がなければ、
原則年度に１回です。

初めての利用登録申請等の場合は、
児童の様子をお伺いしますので、原則児
童同伴での、面談を実施します。

２．利用申込（利用希望する月ごと）

【保護者から休日保育実施施設へ】

申込締切日までに、利用を希望する
施設へ直接申し込みます。
「申込締切日」は、２ページをご覧く
ださい。

※１の利用登録と同時も可能です。
※申込締切日以降の申込みについては
２ページをご覧ください。

３．利用の判断（毎月）

【休日保育実施施設から保護者へ】

要件等を確認し、休日保育実施施設
において、市が定める「ガイドライ
ン」により、受入の可否を判断し、利
用決定日までに、利用決定者へのみ連
絡します。

※利用不可の場合は連絡はありません。

休日の一時保育実施施設や市ＨＰ、区

役所から「児童・家庭状況調書」等、利用

登録・利用申込に必要な書類を受け取り

ます。

⇒必要な書類は、３ページをご覧ください。

１．利用登録（年１回）

【保護者から休日の一時保育実施施設へ】

利用希望日の７日前までに、利用を希

望する施設へ直接申し込みます。

※２の利用申込と同時も可能です。
※利用登録は要件等に変更がなければ、
原則年度に１回です。

初めての利用登録申請等の場合は、児
童の様子をお伺いしますので、原則児童同
伴での、面談を実施します。

３．利用の判断
【休日の一時保育実施施設から保護者へ】

要件等を確認し、休日の一時保育実施
施設において、施設が定める方法によ
り、受入の可否を判断し、連絡します。

２．利用申込
【保護者から休日の一時保育実施施設へ】

利用希望日の７日前までに、利用を希
望する施設へ直接申し込みます。

※１の利用登録と同時も可能です。

施設の利用施設の利用
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「休日保育」・「休日の一時保育」の確認方法

　「休日保育」の対象のお子さまか、「休日の一時保育」の対象のお子さまか確認する場
合は、以下のとおりご確認ください。

利用を希望する施設は休日保育実施施設ですか。

※「実施施設のご案内」でご確認ください。

利用を希望するお子さまは２号または３号の支給認
定を受けていて、平日に認可保育所・認定こども園
（保育利用）・小規模保育事業Ａ型、Ｂ型、Ｃ型・家庭
的保育事業・事業所内保育事業（地域枠）を利用して
いますか。

利用要件は平日と同じ要件ですか。

（支給認定証に記載の要件と同じですか。）

平日（月～土）に休む日を

設けていますか。

休日保育

（利用料はかかりません。）

休日の一時保育

（利用料がかかります。）

休日保育実施施設です。 休日の一時保育のみ

実施施設です。

平日に利用している施設があります。 平日に利用している施設がありません。

休日の一時保育

（利用料がかかります。）

平日と要件が同じです。 平日と要件が違います。

原則、利用はできません。

緊急等やむを得ない場合は休日の一時保育の

利用となります。（利用料がかかります。）

休日の一時保育

（利用料がかかります。）

設けていません。設けています。
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休日保育
受入人数

６～１０人程度

交 通 ＪＲ線「東戸塚」下車徒歩12分
神奈中バス「川上小学校前」下車徒歩０分

受 入 年 齢 産休明け～就学前

受 付 時 間 am 7:30 ～ pm 6:30 （土日・祝日は除く）

連 絡 先 TEL (410)6690 : FAX (410)6690

保 育 時 間
（8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 6:30

所 在 地 横浜市戸塚区川上町464番地15

⑦ うみのくに保育園とつか 【 戸塚区 】

休日保育
受入人数

５～７人程度
休日保育
受入人数

６～１０人程度

交 通 市営地下鉄「センター南」下車徒歩2分 交 通 ＪＲ線・東急東横線「菊名」下車徒歩８分

pm 6:30 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 産後57日～就学前 受 入 年 齢 産休明け～就学前

: FAX (877)4284

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く） 受 付 時 間 am 7:30 ～

連 絡 先 TEL（948）1016 : FAX（943）2802 連 絡 先 TEL (877)4284

～ pm 6:30

保 育 時 間
（8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00
保 育 時 間
（8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00

開 所 時 間 am 9:00 ～ pm 6:00 開 所 時 間 am 7:30

【 港北区 】

所 在 地 横浜市都筑区茅ケ崎中央46番5号 所 在 地 横浜市港北区菊名七丁目5番37号

⑤ アスクセンター南保育園 【 都筑区 】 ⑥

休日保育
受入人数

３人程度
休日保育
受入人数

うみのくに保育園きくな

９人程度

交 通
京浜急行線・市営地下鉄「上大岡」下車徒歩13分
神奈中バス「最戸町」下車徒歩2分

交 通 京浜急行線「上大岡」
市営地下鉄「上大岡」下車徒歩1分

pm 4:00 （土日・祝日は除く）　

受 入 年 齢 満1才以降～就学前 受 入 年 齢 0才6か月～就学前

: FAX (882)2015

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 4:00 （土日・祝日は除く） 受 付 時 間 am 9:30 ～

連 絡 先 TEL (341)3504 : FAX (341)3504 連 絡 先 TEL (882)2014

～ pm 6:00

保 育 時 間
（8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00
保 育 時 間
（8時間）

am 9:00 ～ pm 5:00

開 所 時 間 am 8:30 ～ pm 5:30 開 所 時 間 am 8:00

】

所 在 地 横浜市南区別所二丁目8番1号 Beeメルビ
ル

所 在 地 横浜市港南区上大岡西一丁目15番１号
カミオ4F

③ 上大岡ラビット保育園

休日保育
受入人数

６人程度
休日保育
受入人数

上大岡ゆう保育園 【 港南区

満1才以降～就学前 受 入 年 齢

【 南区 】 ④

受 付 時 間 am 10:00

１５人程度

交 通 ＪＲ線「矢向」下車徒歩5分 交 通 ＪＲ線「東神奈川」
京浜急行線「仲木戸」下車徒歩1分

pm 5:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢

TEL （440）2031

離乳食完了後～就学前

: FAX (440)2035

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

pm 6:30 開 所 時 間

～

連 絡 先 TEL (583)2525 : FAX (583)2573 連 絡 先

～ pm 4:30

開 所 時 間 ～am 7:30

保 育 時 間
（8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30
保 育 時 間
（8時間）

am 8:30

am 7:30

【神奈川区】

所 在 地 横浜市鶴見区矢向五丁目12番24号 所 在 地 横浜市神奈川区東神奈川一丁目12番地
リーデンスフォート横浜3F

pm 6:30～

実施施設のご案内
●休日保育と■休日の一時保育を実施している施設

※「休日保育受入人数」は、受入児童の年齢により変わることがあります。
① 矢向保育園 【 鶴見区 】 ② 横浜市かながわ保育園
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交 通 相鉄線「鶴ヶ峰」下車徒歩14分
相鉄線「二俣川」下車徒歩16分

受 入 年 齢 生後57日以降～２歳児

休日保育
受入人数

２人程度

受 付 時 間 am 9:00 ～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

連 絡 先 TEL (717)8125 : FAX (744)8768

保 育 時 間
（8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 6:45

所 在 地 横浜市旭区四季美台72-１

③ SAFARI　KID保育園 【 旭区 】

休日保育
受入人数

5人程度
休日保育
受入人数

２人程度

交 通 京浜急行線「生麦駅」徒歩3分 交 通 京浜急行線「生麦駅」徒歩8分

am 7:30 ～ pm 7:15 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 生後6ヵ月以降～就学前 受 入 年 齢 生後6ヵ月以降～２歳児

: FAX (717)5144

受 付 時 間 am 7:30 ～ pm 7:15 （土日・祝日は除く） 受 付 時 間

連 絡 先 TEL (717)6473 : FAX (717)6786 連 絡 先 TEL (717)5162

～ pm 7:15

～ pm 4:30
保 育 時 間
（8時間）

am 8:30 ～ pm 4:30
保 育 時 間
（8時間）

am 8:30

開 所 時 間 am 7:30 ～ pm 7:15 開 所 時 間 am 7:30

【 鶴見区 】

所 在 地 横浜市鶴見区岸谷1-26-12 所 在 地 横浜市鶴見区岸谷2-20-1

実施施設のご案内
●休日保育を実施している施設

※「休日保育受入人数」は、受入児童の年齢により変わることがあります。
① SEA　KID保育園 【 鶴見区 】 ② SAIL　KID保育園
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実施施設のご案内

am 9:00

交 通 ＪＲ線「中山」下車徒歩1分 交 通 東急田園都市線「市ヶ尾」下車徒歩10分

～ pm 5:00 （土日・祝日は除く）

受 入 年 齢 1才0か月～就学前 受 入 年 齢 一人で座れる、哺乳瓶飲める程度～就学前

■休日の一時保育を実施している施設

① やまゆり中山保育園 【 緑区 】 】

所 在 地 横浜市緑区中山町321番地10 所 在 地 横浜市青葉区荏田西三丁目1番地19

受 付 時 間

② ピッピ保育園

～ pm 5:15

【 青葉区

TEL 080(4098)6047 : FAX (532)6604 連 絡 先 TEL (910)0662

～ pm 6:30 開 所 時 間 am 8:45開 所 時 間 am 8:00

: FAX (910)0663

受 付 時 間 am 10:00 ～ pm 5:00 （日・祝日のみ）

連 絡 先
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第１号様式

　　年　　月　　日

横浜市長 ※太枠部分に記入・チェックをしてください。

印

１　申請者に関する事項

□ 法人

□ 学校法人 □ 社会福祉法人 □ 国立大学法人 □ 公立大学法人

□ 株式会社 □ ＮＰＯ法人 □ その他法人

□ 法人以外

□ 個人 □ 任意団体

〒　　　－　　　　

※　設置者又は経営者が株式会社、各種法人、任意団体の場合は、社名、法人名、団体名を記入してください。

２　確認を受けようとする施設・事業に関する事項

■ 休日一時保育事業

【裏面も記入して下さい】

事業開始（予定）
年月日

職名

　　　　年　　　月　　　日

設 置 者 ・
事 業 者 の
主 た る
事 務 所 の
所 在 地

施設・事業
の

種 類

　　年　　月　　日

フリガナ

氏名法人代表者

代表者
の住所

生年
月日

TEL： 　　－　　　－　　　　

昭和
平成

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

　子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２に基づき
以下のとおり関係書類を添えて申請します。

設 置 者 ・
事業者名※

設 置 主 体

施 　設　 名
（または氏名）

職　名・
施　設　長　名

所 在 地申 請 者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
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３　役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

※上記の表に収まらない場合、欄外に記載するか、別途書類を添付して下さい

４　誓約書

横浜市長

私は、以下の事項を誓約いたします

子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しません。

以上

　　年　　月　　日

所在地　　

施設名
(または氏名)

職名・施設長名 印

氏名
生年月日
（和暦）

住所

【参考】子ども・子育て支援法第58条の10第2項（抜粋）
　前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除
く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間
は、第五十八条の二の申請をすることができない。

誓約書

記
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第１号様式

　　年　　月　　日

横浜市長

印

１　申請者に関する事項

■ 法人

□ 学校法人 ■ 社会福祉法人 □ 国立大学法人 □ 公立大学法人

□ 株式会社 □ ＮＰＯ法人 □ その他法人

□ 法人以外

□ 個人 □ 任意団体

〒　　　－　　　　

※　設置者又は経営者が株式会社、各種法人、任意団体の場合は、社名、法人名、団体名を記入してください。

２　確認を受けようとする施設・事業に関する事項

■ 休日一時保育事業

【裏面も記入して下さい】

　　　　　

事業開始（予定）
年月日

職名

　　　平成　×　年　×　月　×　日

設 置 者 ・
事 業 者 の
主 た る
事 務 所 の
所 在 地

施設・事業
の

種 類

　×　年　×　月　×　日

理事長

フリガナ

氏名 無償　花子代 表 者

代表者
の住所

横浜市神奈川区〇〇
生年
月日

TEL： 　　－　　　－　　　　

昭和
平成

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

　子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定による確認を受けたいので、同法第５８条の２に基づき
以下のとおり関係書類を添えて申請します。

設 置 者 ・
事業者名※

社会福祉法人　〇〇

設 置 主 体

施 　設　 名
（または氏名）

職名・代表者名

○○園

横浜市中区〇〇
所 在 地申 請 者

園長　横浜　太郎

横浜市西区〇〇

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

園名、園の所在地、園長名を
記入してください。

設置主体である学校法人又は社会福祉法人の
名前、所在地、代表者名を記入してください。

個人立の場合は個人名を記
入してください。

実施届に記載した事業開始日を記入してください

記入例
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４　役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

※上記の表に収まらない場合、欄外に記載するか、別途書類を添付して下さい

５　誓約書

横浜市長

私は、以下の事項を誓約いたします

子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しません。

以上

　　2019年　　7月　　〇日

所在地　　 横浜市中区〇〇

施設名 ○○園
(または氏名)

職名・代表者名 園長　横浜　太郎 印

氏名
生年月日
（和暦）

住所

【参考】子ども・子育て支援法第58条の10第2項（抜粋）
　前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除
く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間
は、第五十八条の二の申請をすることができない

港　一郎 昭和〇年〇月〇日 横浜市鶴見区〇〇

誓約書

記

法人に常勤の役員がいる場合は記入してください。
役員とは、議決・承認する権利を持った方を指します。
（評議員は除きます）

表面右上の「申請者」と同一です。
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５ 令和２年度保育士確保の取組について 
 

 

 

① 保育士宿舎借り上げ支援事業 
  保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助します。 

 本事業は例年、年度ごとに申請が必要となっておりますのでご注意ください。 

また、昨年までと書類の提出期日の変更等がありますので、令和２年度の募集要項をご確

認ください。(別紙参照) 
 

② かながわ保育士・保育所支援センター 

神奈川県・川崎市・相模原市・横須賀市と共同で運営をしています。保育士の求人・求職 

のマッチングを行っていますので、ぜひご登録ください。(別紙参照) 

 

③ 保育士就職面接会・就職支援講座   

主に潜在保育士等を対象に、ハローワークと共同で就職面接会を開催します。 

同時に、潜在保育士や保育所勤務未経験者を対象に、専門職としての知識・技術及び最近 

の保育状況等の講義を行う就職支援講座も行っています。 

開催日程や出展申込みについては、決まり次第通知いたします。 

 

④ 横浜保育士確保コンサルタント派遣 

保育人材の募集・採用活動、働きやすい職場環境の構築による人材の定着等に関する専門 

的なノウハウと経験をもった「よこはま★保育士確保コンサルタント」を派遣し、個別の訪 

問相談を行います。（別紙参照） 
 

⑤ 保育士資格取得支援事業 

保育施設等で勤務する、保育士資格を有しない保育従事者の資格取得にかかる受講料等 

の費用を補助します。 

また、保育士試験で資格の取得を目指す保育従事者に対して、保育士試験直前対策講座 

を全国共通試験と地域限定保育士試験向けに計３回行います。 
 

⑥ 保育士就職情報サイト 

民間企業の運営する、求人検索エンジンに横浜市内の保育士に特化したページを作成して 

います。求人掲載や成功報酬等の費用がかからず無料で利用できるため、事業者の皆様の求 

人活動をサポートします。（別紙参照） 

  

⑦ 保育士等の職場環境改善事業 

保育士等の定着を目的とした職場環境の改善を図るため、休憩室や更衣室等の整備にかか

る費用について補助を実施します。 
 

取組の詳細については、人材確保のＨＰをご確認ください。 

【トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>保育・幼児教育>待機児童対策>保育士確保の施策】 

 

横浜市こども青少年局保育対策課 

TEL：045-671-4469 
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令和２年３月 

 

 

 

 

 

市内保育所等を経営する事業者による、保育士向け宿舎の借り上げを支援するために、

必要な経費の助成を行います。（※令和２年度予算の議決を条件としています。） 

令和２年４月から令和３年３月に係る期間の事業概要を次のとおりお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【助成内容】 

対象経費 雇用する保育士向け、宿舎借り上げに係る経費のうち賃借料、共益費（管理

費）。※礼金、更新料、敷金等は対象になりません。 

補助率 対象経費の 3／4 

助成金額 宿舎 1 戸当たり月額 82,000 円の 3/4（61,000 円）を上限（1,000 円未満は切り捨て） 

助成期間 事業者の雇用する保育士が、借り上げ宿舎に入居している期間。ただし、事

業者に雇用された者で、雇用開始の日が属する会計年度から起算して、10 年

目の会計年度末までの保育士（令和２年度は 23 年度以降の採用者）で住宅

手当が支給されていないことを条件とする。 

 

 

【令和２年度補助金申請書の提出期間】 

・令和２年４月から受付を開始します（通年）。 

 ※遡り補助はしません。別途定める提出期限日（原則７日）の受付終了時間までに申請のあった

月の家賃分からが対象です。 

 ※月単位での補助であり、１日から末日まで補助対象要件を満たした月が補助対象となります。 

 

【支援対象】 

○ 市内保育所等(※注 1)を経営する事業者が、雇用する保育士（※注 2）を、事業者が借り上

げた宿舎に入居させる場合、宿舎借り上げに係る経費を補助 

（※注 1）市内保育所等は次のとおり。 

・ 認可保育所 

・ 認定こども園 

・ 認可保育所等への移行を目指し、「移行計画書」を提出した横浜保育室 

・ 小規模保育事業（Ａ・Ｂ・Ｃ型） 

（※注 2）市内保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次に該当する者 

事業者の雇用開始の日が属する会計年度から起算して、10 年目の会計年度末までの

保育士（令和２年度は 23 年度以降雇用）とする。 

ただし、施設長及び平成 24 年度以前に事業者が借り上げる宿舎に入居している者を除く。 

～横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業令和２年度のご案内～ 
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【応募方法】 

申請者は法人単位となります。申請様式、必要書類及び提出期限一覧は横浜市こども青少年

局ホームページにて掲載しております。また、メーリングリストを登録いただくことで、本事

業に関する情報をリアルタイムで受け取ることができます。ホームページ掲載の登録方法をご確

認のうえ、必ずご登録ください。 

本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>保育・幼児教育>待機児童対策 

<URL> 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/taiki/ 

なお、令和２年度横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業における各種提出書類に関する問い合わ

せは、ホームページに記載の本市委託業者までお願いします。 

 
 

【応募にあたっての申請書類】 

第１号様式 横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書（別紙１、２を含む） 

第２号様式 令和２年度横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業計画書  

※保育士確認及び同意欄に申請保育士の署名捺印されたものをご提出ください。 

第３号様式 令和２年度横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業収支予算書 

不動産賃貸借契約書（写し） 

保育士証（写し） 

市長が必要と認める書類 

 

 

★留意点★ 

・ 事業者が保育士用宿舎として借り上げている物件が助成対象です。事業者（法人の場合は、役員

を含む）が所有する物件を貸与している場合は対象となりません。 

・ 事業者が宿舎を借りただけでは、補助対象とはなりません。保育士の入居日（住民票の異動日）

から対象となります。 

・ 家賃の一部を保育士本人が負担する場合は、家賃から本人負担分を除いた金額が補助対象となり

ます。 

・ 書類の提出期限を月毎に別途設けております。提出期限日の受付終了時間必着で書類を提出して

ください。提出期限までに申請のあった月の家賃分からが対象となります。 

 

【補足】 
保育士宿舎借り上げ支援事業は、厚生労働省が発出している保育対策総合支援事業交付要綱に基づき、

事業を実施しております。今後、発出される交付要綱により、支援対象及び助成内容が変更になること

がありますので、ご了承ください。変更する場合には、別途事業者の皆様にご連絡いたします。 
なお、令和３年度以降の横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業の継続有無及び事業概要につきましては、

詳細が分かり次第、事業者のみなさまに周知いたします。 
 
 
 

横浜市こども青少年局 保育対策課 
電話：045‐671‐4469 

e-mail:kd-shukusha@city.yokohama.jp 
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横浜市保育士確保コンサルタント派遣事業 
～保育士採用に寄り添う、施設のミカタ～ 

 

 横浜市では平成 30 年度から、横浜市内で運営する保育所等に対し、マネジメントの観点から保

育士の確保・定着に向けた支援を行うことを目的に、「よこはま★保育士確保コンサルタント」を

派遣し、保育所等が自主的な課題解決を行えるように支援を行っています。 

 

本事業の概要 
・保育や経営等の専門的な知識を有するコンサルタントを申請のあった施設に対して派遣します。 

・訪問回数は、１施設 1 事業年度で最大３回まで、実施時間数は合計 270 分を上限としています。 

・費用は無料です。また、原則、過去に本事業による派遣を受けた施設は対象外としています。 

 

事業の流れ 
 

１.まずは、指定の期日までに申請書を作成して提出してください。 

  「明確に課題や問題点がわからず、漠然とした採用への不安がある。」 

程度のお悩みでも大丈夫です。 

 

 

２.申請内容をもとに、派遣を実施するか、どのコンサルタントを派遣する 

か等を本市で決定します。 

決定通知には、コンサルタントの連絡先を記載してありますので、受け 

取ったら至急担当コンサルタントに連絡して日程の調整を行ってください。 

（コンサルタントによっては、事前に追加資料の提出をお願いする場合が 

あります。） 

 

 

３.初回はコンサルタントが訪問して、相談者と面談を実施します。 

  提出していただいた申請書の相談内容について、より詳しくお伺いする 

ことで、課題解決に向けて取り組むべきことを明確にし、具体的なアドバ 

イスを行っていきます。 

 

 

４.２回目以降の訪問時には、初回で提案した取組について、継続性や効果 

などを聴き取り、評価しながら、コンサルタント派遣が終了した後も継続 

していけるよう、必要に応じて働いている保育士さん達も含めながら取組 

についてフィードバックを行います。 
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保育士の採用や人材の定着について不安を抱える施設は多数あります。 

保育士確保コンサルタントは施設の悩みに寄り添い、課題解決のための助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用活動に高額なコストはかけられないわ… 

保育士の採用については、それなりの予算をかけないと採用する

ことが難しいのが現状です。 

応募型募集媒体は効果が薄いですが、無料で掲載できるところも 

あるので、そういったところを活用するといいでしょう。 

魅力のある求人広告って何を書けばいいのか… 

求職者は給与モデルや福利厚生はもちろんの事、その園にしか

ない部分に魅力を見出します。 

法人から、園から、既に働いている保育士自身から等、いろいろ

な目線からの魅力を PR できるといいでしょう。 

33%

46%

13%

4% 4% H30年度コンサル派遣の評価

1 2 3 4 5

保育士が定着しなくて…。何が必要なのでしょうか？ 

給与表や退職金規定などは開示していますか？そういった簡単なこ

とでも、離職を思いとどまる方はいらっしゃると思います。 

また、職場の雰囲気や人間関係によって離職を決める方も多いで

す。時間をうまく作って、面談などのコミュニケーションをとる機会を

作るといいでしょう。 

例えば 
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よくある相談 

 

◇求人情報整理のための参考フォーマットなど、事業に関する内容は 

検索 横浜市 保育士確保コンサルタント 

 

横浜市こども青少年局保育対策課 

電話：045-671-4469 

メール：kd-hoikushi@city.yokohama.jp 

採用方法に関して 

 

・コストを抑えた採用方法

はありますか？ 

 

 

 

 

 

・効果的な採用方法は？ 

 

 

 

・人材紹介会社や派遣会社

を利用してもすぐに辞めて

しまう。何か対策できない

か？ 

・採用活動には、ある程度コストが必要です。求人戦略をしっかり立て予算計上すること

が大事です。 

・求人内容を整理し求人情報の一元化や更新を図りましょう。 

・今は保育士を確保するのはかなり難しい時期です。採用資金などを蓄えながら、 

①養成校就職担当者等との関係づくりの強化 

②勤務している保育士の定着にしっかり取り組む 

③パート保育士を正規職員に転換していく 

④無資格者を有資格者に育成していく 

･･･等に取り組み、時間をかけてより良い人材を確保していく必要があります。 

<新採用について> 

 養成校からの応募や紹介がメインとなります。養成校の就職関係担当者との人間関係を

構築することが重要です。 

<中途採用について> 

 結局は人材紹介会社が一番効率的です。しかし、紹介される保育士の中には、短期間に

転職を繰り返す方もいるため、見極めが重要です。面接を行う前に履歴書を確認し断る

勇気も必要です。面接してしまうと甘くなりがちです。 

<募集媒体について> 

 応募型募集媒体は効果が薄く、費用対効果が見合うものはありません。最近は無料で掲

載できるサイトもあるので、それらを活用しましょう。 

<自園での保育士育成について> 

 長く勤めてもらっている無資格者に保育士資格を取得してもらう育成制度も必要です。 

魅力ある求人広告とはどう

いう内容？ 

・給与モデルや福利厚生の記載が重要となります。 

・法人、園、保育士自身とそれぞれの目線からの施設の魅力をＰＲすることが大切です。 

人材定着を図るには、どう

いうことが必要？ 

・給与表や退職金規定を作り、職員に開示することが重要です。 

・保育士の負担軽減のための業務改善が必要です。例えば、保育士が行っている事務のう

ち、保育士がやらなくてもいい事務（事務連絡や伝達、書類業務の PC 入力、印刷や配

布、各クラスの電話対応など）を切り分け事務職員を雇用する等。 

・パート職員を正規職員に転換する制度を構築し、パート職員の割合を減らしていくこと

も必要です。 

・職場の雰囲気や人間関係などによって離職を決める場合がもっとも多く、施設長や法人

との定期的な面談を設定し、コミュニケーションをしっかり取る必要があります。 
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保育士・保育所支援センターとの併用がおすすめです

横浜市中区港町1-1　☎045-671-4469（平日9時～17時）　email : kd-hoikushi@city.yokohama.jp

横浜市こども青少年局保育対策課お問合せ

採用担当者様必見!横浜市からの
お知らせ

対象者 横浜市内で保育所等（※）を運営し
当該施設の保育士・保育教諭の求人募集をする者

掲載期間 2020年3月31日まで

募集期間 2019年10月1日～2020年2月28日

横浜市では、市内で保育所等（※）を運営する方への採用支援事業として、横浜市求人サイトを開設いたしました。掲載等す
べて無料で採用活動を行っていただけますので、ぜひご参画ください。
※認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、横浜保育室又は横浜市私立幼稚園等預かり保育事業若しくは横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業を行う幼稚園

お申込みは裏面を参照ください

求人サイトは上記で検索

ハマ　働く

に対応！
PC スマートフォン

掲載事業者募集！保育事業者向け
求人サイト

両サービスの特徴を活かして併用いただくとより効果的です（どちらのサービスも無料）
本事業求人サイト

保育士・保育所支援センター

コーディネーターとの
対話を通した丁寧な
支援が受けられます

主にオンラインを
通した採用支援が
受けられます

コーディネーターから、求人作
成に関してのアドバイスを受け
られます。

❶求人作成支援
コーディネーターが求職者と求人
側双方の希望を丁寧に聴き取り、
マッチングを行います。

❷マッチング

ビズリーチ社より、公開された求人
特集ページに掲載する採用ページ
作成支援、採用活動に関わる支援
が受けられます。

❶「採用ページ」作成支援
掲載した求人へ、求職者から直
接応募が届きます。事業者自ら
積極的な採用活動を行うことが
できます。

❷オンラインでの応募獲得

求人特集
保育士として働く！

● 掲載費用
● 成功報酬

無料！
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６ 利用者の現況届出書等の提出にかかる御協力について（依頼） 
 

子ども・子育て支援法では年に一度、保育の必要性の確認のために現況届出書と証明書類（例：就労証

明書や、病気などの診断書等）の提出を求めています。（現況確認） 

今年度の現況確認の実施に際しまして、業務ご多忙のところ恐縮ですが、以下の内容についてご確認い

ただき、ご協力をお願い申し上げます。 

 

１ 現況確認とは 

 (1) 現況確認 

   保育を必要とする状況が継続していることを確認するため、毎年、４・５月ごろ、対象の方に現況

届出書と証明書類の提出を求めています。この確認を「現況確認」と言います。 

※提出がない場合、保育の必要性が確認できず、給付認定が取り消されることがあります。 

 

(2) 対象者 

  ・横浜市で法第 19 条２/３号の給付認定を受けて保育所等を利用している児童の世帯 

 ・横浜市で法第 30 条の４ ２/３号の給付認定を受けている児童の世帯 

    ※幼稚園の方は預かり保育を利用（希望）している方のみ対象です。 

 

＜スケジュール（予定）＞ 

４月下旬 ・現況届出書等一式を配送【局→園】  ８月下旬 ・施設・事業利用者一覧及び契約 

・現況届出書等を配付【園→保護者】        児童情報変更票を送付【区→園】 

５月下旬 ・現況届出書等を提出【保護者→園】       ・認定変更通知書等を送付【区→保護者】 

         ・現況届出書等を提出【園→区役所】        （変更がある方のみ） 

      ６～８月 ・書類に基づき審査を行う【区＆局】  ９月１日  ・認定変更適用日（変更がある方のみ） 

現況確認の流れ 
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２ 依頼内容 

(1) 配付 

現況届出書等一式を、保護者に配付してください。 

※可能な限り速やかに配付していただきますようお願いいたします。 

【保護者への案内事項】 

① 現況届出書のオモテ面（氏名が印字されている面）を一番上にして提出すること。 

② 必ず封をして提出すること。 

③ 提出期限に間に合わない場合は園のある区のこども家庭支援課に直接提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 回収 

現況届出書等の回収をお願いいたします。 

※区への提出方法・期限については、各区役所より別途ご連絡いたします。 

※園での提出期限を極端に早い期日とすることはお控えください。 

※提出された封筒は絶対に開封しないでください。（個人情報保護のため） 

 

 

 

 

※注意 
個人情報が印字されています。
渡し間違えにご注意ください。 

参考：現況届出書等一式が入った封筒 

参考：園への配送用青袋 

 

●●●園 

横浜市から各園へ青袋に梱包して配付します。 
【青袋の中身】 
① 現況届出書等一式（封筒には以下の書類を封入しています。） 

ア 現況届出書 

※４月１日時点の登録情報が印字されています。 

イ 現況届出書の提出にあたって 

ウ 就労（予定）証明書【現況確認用】（２枚） 

エ 宛先ご記入のお願い 

オ 提出書類確認票 

② 現況対象者一覧（クラス年齢・かな氏名順） 
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(3) 回収後の確認 

提出された封筒を「現況対象者一覧」順に並び替え、「園使用欄」に以下のとおり記入してください。 

ア 回 収 「✔」 

イ 未 回 収 「未」配布したが、期限までに保護者の方が提出できなかった場合 
ウ 退 園 「×」退園のほか、退園予定、転園の場合 
エ 未 配 布 「未配布」通園がない等の事由により配付ができなかった場合※ 

※配付しなかった現況届出書一式は、何も記載せず回収分とあわせて区へご提出ください。 

 

 
(4) 区への提出 

「現況対象者一覧」順に並べた現況届出書等及び現況対象者一覧を、配送時に用いた青袋に入れ、

ご提出ください。 

 

３ その他 

(1) 現況届出書や、現況対象者一覧に記載されている内容は個人情報です。取扱いにはくれぐれもご注

意いただき、他用はお控えください。回収後に提出用封筒を開封することは個人情報の漏えいにあ

たります。 

(2) 横浜市外から通っている児童については、横浜市の現況確認の対象外です。各市町村からの案内に

応じて、ご対応をお願いいたします。 

✔ 

× 

未配布 

こちらに回収状況をご記入ください。 
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７－１「施設・事業を運営する際の留意事項について」 

及び「事故防止と事故対応」の冊子の送付について 
 

 

「施設・事業を運営する際の留意事項について」及び「事故防止と事故対応」の冊子につい

ては、変更点事業者説明会に先行して、市内全施設へ送付しております。特に重要な変更点

がある場合は、事業者説明会でご説明しますが、両冊子の内容につきましては、必ず確認し、

必要に応じて施設内で共有していただきますようお願いいたします。 

 

＜掲載内容＞ 

１ 「施設・事業を運営する際の留意事項について」 

1 保育所保育指針 

2 健康管理 

3 嘱託医・児童の健康診断・与薬・歯科健診 

4 感染症関係 

5 
虐待対応 

障害児保育・医療的ケア 

6 災害への備え 

7 
苦情解決 

第三者委員 

8 
自己評価 

第三者評価 

9 
接続期カリキュラム 

保育所児童保育要録 

10 

給食運営 

食物アレルギー対応 

（生活管理指導表） 

11 給食食材放射性物質測定 

12 特定教育・保育施設等における運営指導について 

13 重要事項説明・運営規程・利用契約書等について 

14 実費徴収について 

15 研修等 

16 関係様式集 

 

 

２ 「事故防止と事故対応」 

市内で発生した事故事例や、事故を未然に防ぎ安全確保の基本となる取組のポイント、発

生後の対応について記載しています。 
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７－２ 連携施設への進級の仕組みについて 

 

１ 連携施設へ進級させる際の取扱い 

卒園児を連携施設へ進級させる際、すべての保護者の希望に応じた連携枠を確保でき

ない場合は、進級先によって決定者と選考基準（どの児童をどの進級先へ進級させるか）

が異なります。 

進級先 決定者 選考基準 

幼稚園・ 

認定こども園（教育利用） 
園の代表者 園の選考基準 

保育所・ 

認定こども園（保育利用） 

横浜市各区 

福祉保健センター長 
横浜市利用調整基準 

 

 

＜卒園児が連携施設に進級する具体的なケース＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例１） 

Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先のＢ

保育所に３枠またはＣ幼稚園に３枠ある場

合 

 

 

 

 

 

【進級先の調整は不要】 

保護者の希望に応じて進級可能 

Ａ事業 
３名 

Ｂ保育所に３枠 

または 

Ｃ幼稚園に３枠 
希望に 

応じて進級 

（例２） 

Ａ事業の進級希望者３名に対し、連携先のＢ

保育所に１枠またはＣ幼稚園に１枠ある場

合 

 

 

 

 

 

【進級先を調整することが必要】 
どの児童が進級するか 

Ａ事業 
３名 

Ｂ保育所に１枠 

または 

Ｃ幼稚園に１枠 

（例３） 

Ａ事業の進級希望者４名に対し、連携先のＢ

保育所に２枠、Ｃ保育所とＤ幼稚園に１枠ず

つある場合 

 

 

 

 

 

 

【進級先を調整することが必要】 
どの児童がどの園に進級するか 

Ａ事業 
４名 

Ｂ保育所に２枠 

（例４） 

Ａ事業の進級希望者４名に対し、連携先のＢ

保育所とＣ保育所とＤ幼稚園に１枠ずつあ

る場合 

 

 

 

 

 

 

【進級先を調整することが必要】 
どの児童がどの園に進級するか 

Ｃ保育所に１枠 

Ｄ幼稚園に１枠 

Ａ事業 
４名 

Ｂ保育所に１枠 

Ｃ保育所に１枠 

Ｄ幼稚園に１枠 
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２ 申請・申込みから決定までの流れ 

※１ 本項以降の「幼稚園」には「認定こども園(教育利用)」を、「保育所」には「認定こども

園(保育利用)」を それぞれ含みます。 

※２ 本項以降の「区役所」は園の所在区の区役所こども家庭支援課を指します。 

 

（１）幼稚園に連携枠を持つ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．保護者は、幼稚園（連携枠）へ申し込みます。 

    幼稚園への申込は単願とします。 

２．幼稚園が連携枠の利用者を選考します。 

３．幼稚園（連携枠）に決まった場合は、決定となります。 

    幼稚園（連携枠）に不合格となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または

保育所（一次利用調整）への希望を選択します。 

    ※ 連携先（幼稚園）の代表者は、決定者を区役所に報告をします。 

 

    ※ 連携枠への進級を希望しない又は幼稚園（連携枠）に不合格になった方が、

保育所（一次利用調整）等を申請する場合は保護者ご自身で申し込みます。 

    ※ 連携枠への進級者は決定しますが、県下幼稚園では願書受付を、11月１日以

降に統一していることを踏まえ、正式な願書受付や入園料等の徴収をするとき

は、一般募集と同様の 11月１日以降（例年の場合）に行ってください。 

  

連携枠への進級 

進級希望 

児童 

幼稚園 

連携枠以外への申込・申請 

幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次利用調整） 

点線は連携枠への進級を希望しない場合 

申込 
(単願) 

進級 

不合格 

申込 

申請 

幼稚園での 

選考 
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（２）保育所に連携枠を持つ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．保護者は、保育所（連携枠）への利用申請を行います。 

２．区役所は保育所（連携枠）の利用調整を行います。 

３．利用調整の結果、保育所に決まった場合は、以降の利用調整は行なわれず、進級 

   となります。 

保留となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次利用調整） 

   への希望を選択します。（一次利用調整を申請する場合には、再度保護者ご自身で申 

請が必要です。） 

 

※ 連携枠への進級を希望しない方が、保育所（一次利用調整）等を申請する場合

は、保護者ご自身で申請します。 

  

連携枠への進級 

進級希望 

児童 

保育所 

連携枠以外への申込・申請 

幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次利用調整） 

保育所申請による

連携枠利用調整 

点線は連携枠への進級を希望しない場合 

申請 

進級 

保留 

申込 

申請 
再度 保育所申請 
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（３）幼稚園と保育所に連携枠を持つ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．保護者は、幼稚園（連携枠）への進級を希望するか選択します。 

    幼稚園への申込は単願とします。 

２．幼稚園が連携枠の利用者を選考します。 

３．幼稚園（連携枠）に決まった場合は、以降の利用調整は行われず決定となります。 

幼稚園（連携枠）に不合格となった場合は、保護者は、保育所（連携枠）、幼稚園 

（通常枠）または保育所（一次利用調整）への希望を選択します。 

    ※ 連携先（幼稚園）の代表者は、決定者を区役所に報告をします。 

４．区役所は保育所（連携枠）の利用調整を行います。 

利用調整の結果、保育所に決まった場合は、以降の利用調整は行われず進級とな 

   ります。 

保留となった場合は、保護者は、幼稚園（通常枠）または保育所（一次利用調整） 

   への希望を選択します。 

  

連携枠への進級 

幼稚園 

連携枠以外への申込・申請 

幼稚園 

（通常枠） 

保育所 

（一次利用調整） 

点線は連携枠への進級を希望しない場合 

申請 

進級 

保留 

申込 

申請 

保育所 

保育所申請による

連携枠利用調整 

申込 
(単願) 

進級 

不合格 

不合格 申請 

申込 

再度 保育所申請 

進級希望 

児童 

幼稚園での 

選考 
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３ 対象児童（令和２年度） 

（１）連携施設を持つ地域型保育事業・認可乳児保育所を利用していて、当該年度末に卒

園となる児童 

   ※ 令和２年８月 31日までに覚書を締結し、区役所に報告していることが必要です。 

（２）在籍基準日に在籍する児童 

   ※ 在籍基準日：令和２年９月 30日 

     （令和３年３月 31日まで退所しないことが条件です） 

    ※ 在籍基準日に一時保育として利用している場合は対象外です。 

（３）市外児童を含みます。 

（４）令和３年４月１日以降、育児休業で利用する児童も含みます。 

※ 令和３年４月１日からも引き続き育児休業を要件とする保育を受けられます。 

※ 保育所等を希望する場合、産前産後休業・育児休業取得前の直近６か月の就労 

実績で利用調整を行います。 

 

４ 辞退の場合 

（１）辞退者の取扱い 

原則として決定後の辞退は認められません。 

連携枠の決定を辞退した方が保育所等の利用申請を行う場合は、通常の一次利用調 

整の辞退者と同様、原則５月１日以降の利用となります。 

なお、幼稚園・認定こども園（教育利用）の通常枠の申込については、幼稚園・認定 

こども園代表者の判断によります。 

（２）決定前の取下げ 

連携枠への利用申請を取り下げた場合は、一次利用調整や幼稚園（通常枠）に申請 

できますが、再度、連携枠への申請はできません。 

 

５ 令和２年度のスケジュール（予定） 

時 期 内 容 

８月～９月上旬 意向調査 

９月下旬 

・意向調査に基づき連携枠数を決定します。 

 連携枠数に基づき、２号枠については一次利用調整にか

ける受入枠数を決定します。 

・幼稚園（連携枠）の申込受付 

10月上旬まで 幼稚園（連携枠）の選考結果通知 

９月下旬～10月上旬 保育所（連携枠）の利用申請受付 

11月中旬 保育所（連携枠）の利用調整結果発送 

11月下旬 保育所（連携枠）保留者の一次利用申請締切 
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６ 連携枠利用調整を行うにあたってのお願い事項（予定） 

（１）地域型保育事業・認可乳児保育所の事業者様 

①意向調査の配布 

８月中 

・市より意向調査をお送りします。 

 対象児童の保護者に意向調査をお渡しください。 

・保護者から意向調査を回収し、区役所に提出をお願いしま

す。 

９月下旬 
意向調査の内容を踏まえたうえで、連携先の受入枠を区役所に

報告をお願いします。 

②申請書類の配布（連携先に保育所がある場合） 

９月下旬 

市より「給付認定申請書」「利用申請書（保育所用）」及び

「就労証明書」等、申請書類一式を配布しますので、対象児童

の保護者にお渡しください。 

～10月上旬 
保護者より申請書類一式を回収し、区役所に提出をお願いしま

す。 

 

（２）幼稚園・認定こども園（教育利用）様 

決定者の連絡 

８月～ 

・保護者から園の定める日以降に直接申込みがあります。 

申込方法等に関する問合せがあった際はご対応をお願いしま

す。 

10月上旬 

・保護者に対して結果をお知らせください。 

・区役所こども家庭支援課に、決定した児童の報告をお願いし

ます。 

※ 連携枠への進級者は決定しますが、県下幼稚園では願書受付を、11月１日

以降に統一していることを踏まえ、正式な願書受付や入園料等の徴収をする

ときは、一般募集と同様の11月１日（例年の場合）以降に行ってください。 

 

（３）保育所・認定こども園（保育利用）様 

内定者一覧の受領 

11月中旬 
連携枠における利用調整の決定の連絡が区役所から送付されま

すので、受領願います。 
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 お子さんが病中や病気の回復期に、仕事が休めない、急な冠婚葬祭がある・・・ 

そんなときは、病児・病後児保育をご利用ください（保育園・幼稚園に在園していなくても利用いただけます）。 

事業の種類 病  児  保  育 病 後 児 保 育 

実施施設 医療機関併設 保育所併設 

対 象 者 

生後６か月～小学校６年生まで 

（施設により小学校３年生まで） 

生後６か月～小学校６年生まで 

（施設により小学校３年生まで） 

保護者の就労、冠婚葬祭などの理由で病気中

又は病気の回復期の児童を保育できないとき 

保護者の就労、冠婚葬祭などの理由で病気の

回復期の児童を保育できないとき 

対 象 疾 患 

通常の外来で治療可能な病気 

ただし、麻疹（はしか）、流行性角結膜炎（はや

り目）は対象外 

利 用 方 法 事前登録・予約（要医師意見書） 事前登録・予約（要医師意見書） 

定 員 ４人～１２人 ４人～６人 

利 用 者 負 担 2,000円（減免制度あり） 2,000円（減免制度あり） 

※利用料の減免を受けるには、利用時に、市民税非課税証明書又は生活保護受給証明書等の減免証明書類を

病児・病後児保育室に提出していただく必要があります。

認可保育所等の保育料減免制度とは異なりますのでご注意ください。

病児・病後児保育室の利用の流れ（詳細は各施設にお問い合わせください） 

※必要な様式は各施設で入手できますが、横浜市ホームページからもダウンロードできますので、ご利用ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/byogo/

病児保育・病後児保育事業についてのお問合せは： こども青少年局保育・教育運営課 ０４５－６７１－３５６４ 

病児保育・病後児保育室の登録・利用の申込は： 各施設 

事前に、各施設への利用登録（必須） 

お子様が発病 

病児・病後児保育室に連絡（予約） かかりつけ医を受診 

病児・病後児保育室に連絡（予約） かかりつけ医を受診 

病児・病後児保育室に入室 

病 気 回 復 

保育所や家庭に復帰 

令和２年４月版 

小学生もご利用いただけます 

７－３
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○病児保育（23施設）   令和２年４月１日現在 

区 施 設 名 称 住 所 連 絡 先 

青 葉 
長浜医院 

「横浜市あざみ野病児保育室」 
青葉区あざみ野4-2-4 電話・FAX  909-0510 

旭 

横浜療育医療センター 

「病児保育室あさひ」 
旭区市沢町557-2 横浜療育医療センター内 電話・FAX  444-8742 

サンクリニック

「病児保育室サンクリキッズ」
旭区柏町127 相鉄ライフ内 

電話 744-7656 

FAX 390-1165 

泉 
しんぜんクリニック 

「しんぜん病児保育室」 
泉区弥生台16-1 電話 435-5580 

磯 子 

矢崎小児科 

「横浜病児保育室FINE」 
磯子区磯子2-13-13 矢崎小児科 2階 電話・FAX  355-0526 

バニーこども診療所 

「病児保育室ラパンノアール」 
磯子区洋光台6-19-43 ラ・カンパネラ 2階 電話 830-0767 

神奈川 
大口東総合病院 

「おおぐち病児保育室」 
神奈川区大口通128-9 電話・FAX  402-3054 

金沢 
かわなこどもクリニック 

「病児保育室かんがるーむ」 
金沢区瀬戸19-14 金沢八景金井ビル 2階 

電話 374-5761 

FAX 374-5762 

港 南 
上大岡こどもクリニック 

「病児保育室ベアルーム」 
港南区上大岡西1-15-1 カミオ 405-1 

電話 842-0420 

FAX 844-2033 

港 北 

シブヤチャイルドクリニック

「くりっこ病児保育室」
港北区大倉山3-56-22 ナビウス大倉山 1階 電話・FAX  542-6941 

おおそねクリニック 

「横浜市大倉山病児保育室アクアマリン」 
港北区師岡町1148-１ 2階 電話 718-6730 

瀬 谷 
池部小児科・アレルギー科 

「病児保育室亀の子ハウス」 
瀬谷区三ツ境21-10 サニーハイツ三ツ境 2階 電話・FAX  442-3715 

都 筑 

水野クリニック 

「おひさま病児保育室」 
都筑区南山田町4257-1 

電話 595-1233 

FAX 595-1139 

ときえだ小児科クリニック 

「病児保育室わかば」※ 
都筑区北山田1-9-3 

電話 ※   595-4150 

FAX ※   595-4151 

鶴 見 

あしほ総合クリニック 

「病児保育室こもれび」 
鶴見区鶴見中央3-10 

電話 070-5551-8121 

FAX     508-3612 

飯山医院  

「病児保育室ママンプール」 
鶴見区東寺尾5-3-8 電話 582-5855 

戸 塚 

小泉小児クリニック 

「病児保育室Ａｍｉ」 
戸塚区汲沢8-5-4 

電話 392-3024 

FAX 392-3026 

戸塚共立おとキッズクリニック 

「戸塚共立ひかり病児保育室」 
戸塚区戸塚町157－3 ONE FOR ALL横浜 3階 電話・FAX  871-1262 

中 
本牧ベイサイドクリニック 

「本牧ベイサイドクリニック病児保育室」※ 
中区本牧原1-22 ムラーラ本牧３階 電話 ※  628-0622

西 
横浜こどもクリニック  

「横浜こども病児保育室レインボー」 
西区浅間町１-19-2 第3中村ビル 2階  電話 548-8575 

保土ケ谷 

星川小児クリニック 

「病児保育室アニモ」 
保土ケ谷区星川2-4-1 星川ＳＦビル 3階 

電話 336-2264 

FAX 336-3344 

東川島診療所 

「病児保育室エンジェルキッズ」 
保土ケ谷区東川島町14-5 悠久の里B-1階 電話 465-6196 

緑 
鴨居病院 

「みどり病児保育室」 
緑区鴨居5-25-16 電話 933-6177 

※「病児保育室わかば」「本牧ベイサイドクリニック病児保育室」は令和２年春開所予定の施設です。電話・FAX番号は令和２年２月現在未定のため、クリニックの番号

を掲載しています。 

○病後児保育（４施設）

施 設 名 称 住 所 連 絡 先 

磯 子 洋光台中央福澤保育センター 磯子区洋光台5-3-18 
電話 831-7173 

FAX 831-7163 

神奈川 あおぞら第２保育園 神奈川区六角橋2-34-8 
電話 413-1114 

FAX 413-0968 

金 沢 きらら保育園 金沢区能見台東2-3 
電話 790-3440 

FAX 701-3410 

南 睦町保育園 南区睦町1-30 電話・FAX 341-0306 
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７－４ 保育園バス購入費補助のご案内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

保育園バス購入費補助の 

ご案内 
 

詳しくは、 

裏面を 

ご覧ください 

次のいずれかを実施する場合に、 

保育園バス購入時に費用を補助します！ 
 

●登降園時の児童の送迎 

●屋外遊戯場への送迎 
 
 

送迎の利用に加えて、こんな活用方法もあります！ 

・保育士等の通勤時の送迎！ 

・連携園への送迎 

・本園と分園間の移動など 

 

認可保育所・小規模保育事業のみなさまへ 
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保育園バス購入等補助事業の概要 

 

【補助対象者】 
認可保育所及び小規模保育事業設置者 

【補助要件】 
認可保育所及び小規模保育所の利用促進を図ることを目的に保育園バスを導入し、市内施設で 
次のいずれかを実施する場合 
(1)  登降園時の児童の送迎 
(2)  施設から距離のある屋外遊戯場に代わる場所への児童の送迎 

【補助対象経費】 
詳細は「横浜市保育園バス購入等補助金交付要綱」をご参照ください。 
(1)  保育園バスの車両購入費またはリース費  
(2)  チャイルドシート等の備品購入費 

【補助金額】 
補助金額（上限240万円）は、補助対象経費（上限320万円）に４分の３を乗じて得た額とし、千円 
未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 

【その他】 
・バスの運行にあたっては、保育士１名以上の添乗を必須とします。 
・バスの運行は、交付決定通知を受けた当該年度の３月を目途とします。 
・利用者から実費徴収される場合、道路運送法第78条の規定による神奈川運輸支局長の 
許可が必要となります。 

【申込期間及び申込方法】 
申込期間：令和２年５月18日から８月末日 
申込み方法：こども青少年局保育対策課へ必要書類をご提出ください。  
☆要綱及び申請書は二次元バーコードを読み取るか、又は横浜市ホームページか

ら下記を検索しダウンロードをお願いします。 
検索 ⇒「保育園バス購入等補助事業のご案内」 

 
・申請をご検討される際には、別途、「横浜市保育園バス購入等補助金交付要綱」をご確認ください。 
・ご質問などありましたらお気軽にご連絡ください。 

【問い合わせ先】 
横浜市こども青少年局保育対策課 保育園バス担当  

Tel:045-671-4469  ／ Fax:045-550-3606 
Emai：kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp 
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1 

認可保育所、認定こども園、幼稚園※、小規模保育事業 の みなさまへ 

 

 

 

 

待機児童解消促進事業補助事業で 

保育士の環境改善を目的に 

最大 250万円を補助します！ 

例えばこんな時… 

 

 

※ 「横浜市私立幼稚園等預かり保育事業」又は「横浜市私立幼稚園２歳児受入れ推進事業」を

実施している施設に限ります。

※ 受入増加に対する補助については、別途、８月以降に募集を開始する予定です。

令和２年度 

待機児童解消促進事業 

（保育士の環境改善）のご案内 

空き部屋に保育士の

ためのロッカーや打

ち合わせ用の机・椅子

を置きたい！ 

～詳しくは、裏面をご覧ください～ 

部屋を仕切って 

保育士が休憩できる

休憩室が欲しい！ 

７－５
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2 

横浜市待機児童解消促進事業の概要 
～保育士の環境改善に対する補助費用について～ 

 横浜市待機児童解消促進事業は、今まで受入増加に対する補助のみでしたが、加えて令和元年度よ

り、保育士の環境改善を図ることを目的に、保育士が休憩できる場、保育士同士がコミュニケーシ

ョンを図る場としての機能を有する居室等（休憩室や更衣室等）の整備のために要する費用の補助

を追加しました。 

１ 交付対象 

⑴、⑵を満たす横浜市内の事業者を補助の対象者とします。

⑴ 横浜市内で下記を運営する者とします。

ア 認可保育所

イ 認定こども園

ウ 幼稚園(「横浜市私立幼稚園等預かり保育事業」又は「横浜市私立幼稚園２歳児受入れ推進

事業」を実施している施設)

エ 小規模保育事業

⑵ 下記を全て満たしていることを要件とします。

ア 保育士の満足度の向上や離職防止が見込まれること

イ 直近５年の間に同目的で本事業を利用していないこと

ウ 保育材料費等、保育に必要な費用でないこと

エ 各事業における設備及び運営に関する基準に定める基準を遵守できること。

２ 補助対象経費 

⑴ 物品購入費

具体例：保育士用ロッカー、保育士が打ち合わせで使用する机・椅子等

⑵ 内装改修費

具体例：休憩室、更衣室の整備、間仕切り変更等

※公的助成金や公的融資を受けた経費、人件費等運営費で賄うべき経費については、対象外です。

３ 補助金額 

補助金額は、補助対象経費に４分の３を乗じて得た額とし、総額 250 万円を上限とします。 

※物品購入費及び内装改修費の合計補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、予算

の範囲内で補助します。

※同一園が受入増加に対する補助費用と環境改善に対する補助費用の両方の目的で補助を受ける場合

においても、年度内の総額は 250 万円を上限とします。

４ 申請方法 

  申込期間：６月 1日から７月末日（予定） 

  なお、受入増加に対する補助については、別途、８月以降に募集を開始する予定です。 

※いずれも決定しましたら、ホームページ等で改めてご案内します。

申込方法：こども青少年局 保育対策課へ必要書類をご提出ください。

５ お問合せ 

こども青少年局保育対策課 

<電話> 045-671-4469 

<メールアドレス> kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp

※要綱・様式、募集要項は、こども青少年局 ［認可保育所等の整備］のページに掲載しております

ので、下記 URL からご確認ください。

（ 「★待機児童解消促進事業補助金について」 ） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/seibi/ 

二次元バーコードはこちら ▷  
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公園愛護会活動への参加について（公園の利用にあたって） 

日常的にご利用いただいている約９割の公園には、清掃や花、草木の手入れ、イベントを行うボラ

ンティア団体の「公園愛護会」が地域の方を中心に組織され、横浜市と一緒になって公園の管理を行

っています。 

公園の花植えやイベントなどの愛護会活動に参加することによ

り、様々な体験を通じて地域と交流することができます。詳しくは

下記までお問い合わせください。 

また、公園は誰もが自由に利用できる施設です。利用にあたって

は、他の保育園と時間を調整したり、一般の利用者の方とは声をか

け合うなどして、お互いに気持ちよく利用できるようマナーを守

り、譲り合いながら利用してください。 

（身近な公園のお問合せ先） 

名称 所在地 電話番号 

鶴見土木事務所 鶴見区鶴見中央 3-28-1 045-510-1669

神奈川土木事務所 神奈川区神大寺 2-28-22 045-491-3363

西土木事務所 西区浜松町 12-6 045-242-1313

中土木事務所 中区山下町 246 045-641-7681

南土木事務所 南区浦舟町 2-33 045-341-1106

港南土木事務所 港南区丸山台 1-9-10 045-843-3711

保土ケ谷土木事務所 保土ケ谷区神戸町 61 045-331-4445

旭土木事務所 旭区今宿東町 1555 045-953-8801

磯子土木事務所 磯子区磯子 3-14-45 045-761-0081

金沢土木事務所 金沢区寺前 1-9-26 045-781-2511

港北土木事務所 港北区大倉山 7-39-1 045-531-7361

緑土木事務所 緑区十日市場町 876-13 045-981-2100

青葉土木事務所 青葉区市ケ尾町 31-1 045-971-2300

都筑土木事務所 
都筑区茅ケ崎中央 32-1 

（都筑区総合庁舎 4 階） 
045-942-0606

戸塚土木事務所 戸塚区戸塚町 2974-1 045-881-1621

栄土木事務所 栄区小菅ケ谷 1-6-1 045-895-1411

泉土木事務所 泉区和泉中央北 5-1-2 045-800-2532

瀬谷土木事務所 瀬谷区三ツ境 153-7 045-364-1105

（大規模な公園のお問合せ先） 

名称 所在地 電話番号 

北部公園緑地事務所 旭区大池町 65－1（こども自然公園内 045-353-1166

南部公園緑地事務所 港南区港南台 3-5-1 045-831-8484

南部公園緑地事務所 

（都心部公園担当） 
中区港町１－１（関内中央ビル内） 045-671-3648

保育園児による植栽の様子 

７－６
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７－７ 横浜市Ｗｅｂサイトに掲載する施設情報の確認について（依頼） 

 

事 務 連 絡  

令和２年１月 31日  

 市内給付対象施設・事業所設置者 各位 

横浜市こども青少年局  

保育・教育運営課長  

 

横浜市Ｗｅｂサイトに掲載する施設情報の確認について（依頼） 

 

 日頃から、本市の保育行政にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、横浜市こども青少年局では、横浜市Ｗｅｂサイトに各施設・事業所の情報を掲載しており

ます。 

 つきましては、下記のとおりご対応くださいますようお願いいたします。 

 

１ 新規園について 

  下記ＵＲＬからホームページ更新依頼票（以下、「様式」）をダウンロードし、全ての項目につ

いて入力の上、３月 16日（月）までに【５ 提出先】へＥメールでご提出ください。 

 

開所以降に掲載内容が変更した場合も随時受け付けておりますので、お手数ですが掲載内容に

変更のある場合は当様式のご提出をよろしくお願いいたします。 

 

２ 既存園について 

  下記ＵＲＬから貴施設・事業所を検索し、掲載情報を確認してください。 

  掲載情報の更新が必要な場合は、下記ＵＲＬから様式をダウンロードし、更新が必要な項目に

ついて入力の上、随時【５ 提出先】へＥメールでご提出ください。 

 

３ 事業所検索ＵＲＬ 

  http://cgi.city.yokohama.lg.jp/kodomo/hoiku-shisetu/ 

 

４ 施設情報更新様式ダウンロード 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/joho-

koshin/koushinirai.html 

 

５ 提出先 

  kd-uneishidou@city.yokohama.jp 

 

 

担当 横浜市こども青少年局保育・教育運営課 運営指導係             

TEL: 045-671-2427 
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７－８ 横浜市 HP 

「横浜市から施設・事業者のみなさまへのお知らせ」について 

 こども青少年局保育・教育運営課から各施設への各種通知については横浜市 HP「横浜市から施

設・事業者のみなさまへのお知らせ」へ掲載しております。下記 URL を定期的に確認していただ

きますようお願いいたします。 

URL：

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/iko/shisetsu_oshirase.html 

（横浜市 HP トップページ→事業者向け情報→分野別メニューの「子育て」 

→子ども子育て支援新制度移行案内について

→横浜市から施設・事業者のみなさまへ）

【参考】横浜市 HP「横浜市から施設・事業者のみなさまへのお知らせ」 
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